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序 文

1. 牙6回国連食糧棒業機構アジア太平洋林業会議は英国香港 

政庁の招へいによって、1 96 2年9月12日から17日ま 

で香港で開催された。

2. 約 5 〇 名 の代 表 を 派 遣 し た加盟 1 4 力 国は 才 —ス 卜 ラ リア、

力 ン ポ ジ ヤ 、イ ン ド ネ シ ア 、イン ド、 日 本、 韓 国、 マ ラ ヤ、

才 ラ ン ダ ニュ — ジ — ラ ン ド、フ イリ ピ ン、 ポ ノレト ガ ノレ 、 タ

イ ヽ 英 国 ヽ ベト ナ ム で あ る 〇 (本 報告 書 の附 録牙! に 参 加者

の 一 覧 表 を 添付 し た 〇 )

5. 香港知事Robert Black 卿は開会式に出席し、香港惠林局 

長P. C. Chambers氏の歓迎の辞のあとをうけて、次のごとく述 

べた。

"战林局長殿、貴下をここにお迎えし、国連食槻德饗機構が 

今日性でわれわれに供与さかた援助に対し香港においてこれ 

をあらためて感謝するとともに、本日ここにそのオ6回アジ 

ア太平洋林業会議を開き、その歓迎の辞を述べることは英国 

ならびに香港の代表者としての、私の責任であるとおもう。” 

"も」もうに、地域上の諸問題を検討するために、地域会議を 

ここに開催したのは食糧艘業機構の林業部が初めてであった。 

アジア林業会議のほかに、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、近 

東、北米、ごく遍•近にいたってアフリカにも設けられている。

"アジア太平洋林業会議はその存続約12年に及び、すでに 

タイ、マラヤ、日本、イント’ネシア、インドの諸国で会議を 

開催した。ここに英国が主催し、香港においてわれわれの手
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で開くことに左った。香港はア 、ジアの大森林からみれば、小 

さ衣世界の紳があるが、しかし少なくとも、われわれの社会 

ではその謂密な人口、集約的に発達した工業経済タもち、加 

ェ製品を市場に絶対に依存する立埸にあって、この舞,小圧縮 

の世界で森林の果たす役割の一面をはっきり示すことができ 

る、とおもう。

森林利用からみたわれわれの最初の目的は給水浪を保乾す 

ることである。われわれの急務は現在の水源卅近くの丘陵地 

帯の流域、及び目下計画中の土地の促討を対夢とするもので 

ある。われわ见のオ2の任務は鼎州として利用できる土地を 

保辭することで、このような土地は香港の全面積の但覆15 

パーセントにすぎず、これは4 〇 〇平方マイルに満たないも 

のである。諸君は当地に滞在中お気付のこととおもうか、 

5 2 5万人に対して、土地のもつ意義はなんであるか、また 

都市の膨脹は伸展しないこの土地にあって、丘陵の土壊を瘠 

悪化していることがおわかりとおもう。乾燥した冬と頻発す 

る草地の火災とを考え合わせれば、この瘠悪な土壊とた#か 

う森林家の仕事は決して容易ではない。

"今世紀に入って間もなく造林を実行し、19 5 〇年代に 

はその成果がはっきりあらわれた。しかし、矛2次世界大戦 

中、薪炭材の輸入の途は閉ざされて、丘陵场帯の萩林は乱伐 

され、•粗悪林を残すのみとなった。とはいえ、こ,の深刻な荒 

廃のなかにあって、近年集約的造林を行なった結果、新しい 

領域にも造林地を設定し、これを育成し、っいに今や険前の 

水準を浚ぐまでにいたった。しかし、幾多の問題がい京だ残 

さカている。"

"この肅密な人口を擁し、工業振與策の実施により、香港 
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は必然的に頊在ならびに将来とも主たる木材輸ス国たらざる 

を得ないのである。最近2カ年間の木材輪入価格を年間2億 

否港ドルと推定している。木材ふよぴ木材製品の世界の需要 

は徐々に上昇する一方、木材の利用方法や需票の多い樹種は 

つねに変りつつある。木材利甲魔が従来低かった当拙にあっ 

ては、こんごの需要は他の国よりも急激に拡大するとおもわ 

れるが、ただ寒心に堪えないことは、このアジア太平洋諸国 

の森林資源は各国の資源の維持増産の努力にもかかわらず、 

減退の一途をたどりつつあることである。これこそ諸君の責 

任をいやが上にも大にするものであろう。"

"私の知るところではこの会議の主たる目的は、地域内の 

木材需給動向を徹底的に検討し、またFAOとECAFEの手にょ 

るアジア太平洋地域に君ける現在及び将来の木材需給に関す 

る共同報告が、加盟諸国にいかなる反響を及ぼしたかについ 

て検討することである。木材の現実の不足とは別に、世界蘇 

林資源と消膏センターとの関係は決して満足すべきものでは 

をく、生産地へ接近することは往な困難であり、かつ経・の 

かかることであることは、明らかなことである。これらの因 

子ならびに需要多い樹種はとかく変遷し易いという事実にか 

んがみ、天然林の経営に代って植々の樹種の試植や造林地の 

育成に注惹しなければならない。"

"私が今まで読んだところによると、大洋州からのユーカ 

り、アジアからのチークは世界・各地で重夢な役割を演じ、ー 

方ラテンアメリカやカリビア地方からの針葉樹は当地域で充 

分期待できるのではないかとおもう。造林に適する樹種の研 

究は、もし需要の変化や増大に応ずるとするならば、熱心に 

つづけられなければならない。たった1つの新聞だけを発行
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するとして、1〇エーカーの森林からの材を必熹とする事実 

によってみても、林業に対する攻代の必要忤と生活慣習の圧 

力は限りなく大きいということはいうせでもない。"

4. 专たFAOの事務総長代理として、Jack C. Westoby氏は次の 

ごとく述べた。

代FAOの事務総長と林業林産部長に代って、本日ここに 

FAO方6回アジア太平洋会譯の成功をお祝い申上げる次矛で 

ある。・ず、一週間前われわれはローマの本葡にあって果し 

てこの会議が計画诵リ実行されるかどうかにつき、懸念して 

いた:,私たちは、ヨーロッパの新聞でワンダ台風の被害を知 

らされ、この際会議を開いて諸君の負担を重くすることは、 

機宣に適しない、公平を欠くことではないかと考えた。この 

ようなわけで、私どもは爲業局長に霄報をもって同情申しあ 

げ、かっこのまま会謹を進めるべきかどうかについて照会し 

たのである。»

"ところが何と心配する必要けなかった。おそらくわれわ 

れは、香港はかかる天災には慣れている、ということを忘れ 

ていたのであった。たしかにわれわれは、香港の人々の反撥 

カ、組織廿る大きを力、そして、---- つカり天災に捲きこせ

れることをく、 勇気とエネルギーをもってこれに対処すると 

いう——その誇りを低く評価していたのであった。すでにわ 

力・われの多くのものはこの最近の自然災害に対しとったその 

たくましい復旧作靜を目のあたりに見たのである。私はここ 

に?AO事務総長、その幹部に代り、咛たここにあつまった代 

表者全員に代って、大臣関下ならびに香港市民に対しこの惨 

害に心から御同情申上げ、その勇気を賞諧し、そして今日こ 
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こに午定通りアジ・ア太平洋林業会議を開催することができた、 

という貴下各職員の手腕と努力に対し心からの感謝の意を表 

する次オである。

”私は、今日香港はここに新しい例を創りっっある、とお 

もう。•すをわち私の知るところでは、こ公市公会堂で国連の 

機関の重要な会議の開かれたことは、今回が初めてである。 

われわれはこの素晴しい新しい公会堂でバブチスマ(洗礼) 

をうけたのである。この印象的な建物、素晴らしい環境、す 

ぐれた準備態勢はこの会議の成功を予言している。われわれ 

はこの吉兆の下に会議を初めたが、今日ここにわれわれが創 

る例こそ、他の機構が早急にこの例に従うと希うものである 

と、確信する次オである。

"今日から開かれる会議けアジア太平洋地域のFAO加盟諸 

政府が、その森林政策を討議するために定期的会合を設ける 

ことを決めて以来、そのオ6回目にあたるわけである。これ 

はならゆる点からみて、今日までのところ最も重要なもので 

あると信ずる。一般に、われわれの任務は前回各会議におけ 

ると同様で,会る。わカわれは技術的資料や絆齢を交換して、 

相互に扶け合おうとしている。われわれは多くの森林政策を 

詳述し、且つ検討し以って地域に対するその意義を解し、必 

要に応じてこれを採択しょうとしている。われわれは地域内 

の各国政府に勧告を行ない、もってわれわわの経済のなかの 

森林、林産潴をして人間の幸福に岸・•大の貢献す.るよう努力す 

るものでふる。そして.われわれはFAO車務総長に対し、林業、 

林谗吻の分野に君けるFAO自体〇計画が実行され、地域内の 

各国政府に対し略大のサービスを行なうよう勧告するもので 

ある。これらけわれわれの一殺的な任務である。しかし、今
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日は特別な重萼問箱に関するもので、それには以下述べる理 

由がある〇

"まず才一に、われわれの関与する更新性資源と経済発展 

の一般的経過との間に密摻な関係のあることは、唾すますは 

っきりしたことである。森林からの産物は経済生活の隅々ま 

でも滲透している。経続的経済成長と福祉の向上は、建築、 

その他の目的の木材、木材・をベースとした板材、また包装、 

分配のための用紙と木材、教育、文化目的を主とした新聞、 

印刷筆記用紙なくしては、全く考えられないのである。あら 

ゆる種類の林産物の需要は、経済成長以上の割合で上昇して 

いる。しかしこれ行は仲の面がある。林産物はあら农る分野 

に滲透するために、また、加工木材製品の多くは最終消費財 

というより中間的のものであるため、林産業は成長過程にお 

いて大きく増産力を発揮し、かくて重要な出発点と左り、自 

立経済成長のための刺戟剤とも左るものである。しかしのみ 

衣らず、林淺業はその多種多様の材料、資本、技能を必要と 

する開係上、エ美の可能性を知るための大きな指針となると 

いう事実、また顕著な森林資源を所有しない、または所有で 

きない国はないという事実によって、この分野の真の、動態 

的可能性を評価することができるのである。

"牙二には、林業部門治よびそれに基づくエ券・の発展は何 

故地域的見地から検討しをければ左らないかについて特別の 

理由があることである。多くの点でこの地域内の森林資源は 

その質は最上級のものでなく、疾た生産される素材の樹種の 

数は地域内にあっては菸どろくぽど多いのである。ある一部 

の国にあってはあきらかに木材は過剰し、他の国にあっては 

多年、 またあるものは永久に木材不足に悩んでいる。同時に、
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もし熊率的且つ経済的生産が実現されろとすれば、林産斐は 

最小 の切模、したがって最小の市埸をもつ專婆経済のなかに 

むかれることになろう。もし労働の国際的分割が実現され、 

地域内の経済成長が最大限に達成するとすれば、地域内の森 

林及林库業の多くの問題は、当然地域的見地から注斎深く検 

討されなければ左らない。"

"問題のなかにあるこれらの面については前回矛5回アジア 

太平洋林業会議の際、地域内各国政府によって充分者慮が払 

われ、 各政府は、アジア太平洋地域の木材資源と等要・の調査 

に照らして、各自の森林政策を検討することを約束したので 

ある。この調咨は各国政府の助力な下に、FAOとFCAFEの手 

によってまとめられたものである。本会議中、われわれはそ 

の調査の結果を検討し、なお必要とする措置につき政府に忠 

告するよう努力するっもりである。

"最後に今回の会議はとくに重要である。ということはこ 

こ2、 3年、森林のもつ多くの役割についての認識、すなわ

ち単に木材の資源としての森林ばかりでなく、人類の福祉に 

貢献し、価格をもって評価できない、広い範囲にわたる力と 

利益の源泉としての森林の認識が深映ってきたことである。 

この地域内の多くの土地、ある国では国全体にわたって、森 

林の職能は木材の生産よりも、土壌と水を保全し、農業およ 

び都会生活に貢献・するカの方がはるかにその重要度が高い。 

森林が流域管理において果たす役割についてますます関心を 

昂めてきたのは以上のような理由によるものである。

"叫〇が方6回アジア太平洋林業会議の主催国として香港 

から丁重を招へいをうけたとぎ、香港はこの地域内でも森林 

資源にめぐまれた国の一一つであるという幻想をいだいていた
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ので、われわれはこれを受けなかった:,林野の点からいえば、 

この地玻には地位的に め ぐ号れて いない鎮地は ほとん どない、 

ということはわれわれもよく知っていた;,そして、この香港 

を選んぞことは、無分別左部外者には異例ともみえるかもし 

れない.が、決してそうではない。ここ香港は雑踏し、発展途 

上にある土地であり、土地は狭くともその内容は豊富で、 

3 〇 〇万人の住民はこの狭い土地で生活し、創造旧林業はす 

でに経済生活に寄与するところ多く、この寄与は面積や容積 

では測り得るものでなく、林業はこんご将来にわたってさら 

に大きく貢ぎ’するものと信ずるのである。われわれは諸君の 

とげた成果を見、諸君の将来の計画を知りたいとおもう。

というのはこの地での成果は地域の他の地方と関連性があるか 

からである。"

"しかし、とりわけわれわれは香港に来たことを喜ぶもの 

である,すなわち、この地域内では香港覆どアジア太平洋の 

異った国々や飼地がいかに経済的に:よく結びついているか、 

今日経済的孤立が不可能であること、独裁制政策のいかに無 

益で急ること、すべてのためにもっとも迅速な進歩をとげる 

ためには、近隣者と政策と行動をともにする必要があること 

を、香渋疽どこわを明確に示すところけないからである。

5. 加盟各国よ り提出された文書やこの会瑟の事務局の丰にな

る文書は附録 2に捲げた。

議 奏 の 採 択

6. 事務局が議長と協謎のート作成した議案け附録ろに示すよ
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うに承認された。

手続規則の改訂採択

7. 现行手続規則、規則!! 一 5に対ゴ・る以下の改訂は採択する 

ことに決した(改訂個所はアンダーラインで示す)。

"議長および副議長が執務できないときは、叫〇事務総長 

又はその代理者は議長の席につき、又は豊专ースは副・議巷_タ拳 

長として執務するものの国の代表者を、新しく役員が選され 

る凌で、議長として招くことが.できる〇冊

8. 今日、までの捽龄に照らして、会議と会讀の間に実行・機関を 

設けることが、便宜できると信ずるので、規約mを次ぎのご 

とく採択した。

規則m — 実行委員会

(1) 会議の議長副議長及び会戴の附属団体の議長たちは実行 

委員会を設けるものとする。

(2) 実行委員会は会議と会・議の間にあって、会議のために実 

行検関として活動するものとする。とくに実行委員会は会 

議に対し全般的運営、会議の実行計画に対し提案を行ない、 

特別の問館を研究し、会議で承認された計画実行を援助す 

る〇

(3) 会議の議長は実行委員会の議長たること。

⑷ 実行％員会は叫〇事務総長が謠長と協認の上必要の都度 

召集するものとする,実行爹員会は各会議開催に関連して 

開くものとする;,

⑸ 実行委員会け会議に報告を行なわなければならない:,



Q 実行委員会がやゝ多く公人の経験から利益を驾るために、 

本会議は規則n -1を次ぎのように読み替える(訂正文はア 

ンダーラインをもって示す)〇

規則H 一役 員

(1)会議は議長1名、副謗長3名を代表者中より選ぶものと 

する....

10. "規則x —1は会議によって訂正しつぎのごとく読みかえ 

る(改訂文はアンダーラインをもって示す)。

"規貝U X -豊 用

(1)会議のメムバーの代表者及びその代理者、アトバイザー 

が本会議実行委員会、附属団体もしくは••••• 会議に出 

席したとき、支払うべき洗用."

11. 事務総長は上に掲げたオ7. 8. 9.1〇•項で述べた手続刼則の 

改訂を認め、これをオ12回FAO会議に確認を得るため探出

するよう要請があった。

12. 会懿で改訂した手続規,則はこの麹告附録オ4として掲げて 

•若•いた:,

■・ 役員の滲挙と％告者の任命

13. 次ぎの役員が滿場一致で選ばれ、その任期は矛7回会議の 

初まるまでとする。

議 長 P. C. Chambers (香 港)

牙1副謎長 K Allsop (ニュージーランド)

—1〇——

矛2副議長坂口 勝美(日 本)

牙3副議長 Vi chien Kun jar a (夕・イ)

14. B.B. Turnbull(オーストラリア)Krit Samapuddhi (タイ) 

はこの会議の報告者に指名された。

経 過 報 告

FA〇林業、林産部

15. 会議の席上、EAO林業林産部はオ5回会議の種々の勧告に 

ついて報告を行左った。次ぎの諸点はとくに注意を要するも 

のである。

16. パワーソウ。•会議の勧告にしたがって、当部の行なった調 

査によると、この地域におけるチェンソーの不振は主としてチェ

ンソーの型の選び方のあやまり、不充分な手入れ、一般に未熟練者によるあ 

やまったヤスリかけによるものKこの地域の悪条件によってチェン 

ソーを満足に操作できないというのではないようにおもわれ 

る。斧や手挽鋸をチェンソーに代えることは、労務者の慣習 

や生活様式に急激な変化を与えることになるので、労務者の 

訓練の問題はひじょうに重大であることを会議で認め、チェ 

ンソーの製作会社や多辺的、又は相互の技術援助計画によっ 

て、この分野の研修機関を加盟政府はできるだけ利用するよ 

5に勧告した。

もしもチェンソーをこの域内でもっと広く利用するならば、 

サービスを改善し、部品もすぐ手に入れるという問題も解決 

しなければならない。
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1Z 森林と林産物統計の最少限彦の長期計画

加盟各国政府は、前回会誘で承認され、次いで加盟各国へ 

通知された森林および林産物の統計の最小限度の計画を実術 

するよう要請さわた。勧告された計画を会議で充分検討でき 

るよう、次回会議までには実行の経験を充分得られたいと希 

望があった。

18. 薪による調理用カマドの改良

加盟各国に対し、發価で合理的につくられた木材利用の調 

理用カマドを設計、製造、利用したというFAOとスイス政府 

の共同報告を充分活用するよう勧告があった。これを実行す 

れば、薪の消費に関する経費の節約が早急に達成することが 

できる。数カ月これを公開’した結果、この合理的ストーブ利 

用によって調理能率は60 パーセント以上向上し、木材の消 

齊も同率下ったことがわかった。設計は至極簡単で、その土 

地で入手できる材料で、地方民自らその土地で作ることがで 

きるほどのものである。

この郊告には図面が添はしてあり、写真も各国政府に送っ 

てあるので、各国は前回会議で勧告された通り、一 EPTA に 

よる"国全体としての計画"が必要か、または現在利用の調 

理用カマドの改良は地方の技術者の手によるペきか否や、を 

決定することができる。

19. 木材防腐処理

木材防腐処理、とくに熱帯におけるこの作葬を取扱った冊 

子がFA〇木材加工技術会諸の木材防腐に関する中間作業部会 

の丰によって作成された旨報告があった。竹の防腐に関する 
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一般論文も作成され、1963年9月開催の矛5回木材加工 

技術会議に提出する予定である。

この冊子の才一案を19 6 3年早々送附ありたい旨の要望 

があった。

AFFC附属会議

20. チーク小委貝会

前回この小委員会で勧告したように、ビルマとタイの専門 

家の合同チームは1961年1月から3月までピルマ、イン 

ドネシア、タイ、シンガポールへ視察旅行を行ない、その際 

共诵の翔則を設定寸・るため現在行なわれている貿易慣習や格 

付方法について比較研究を行なったことはよろこぶべきこと 

である。この合同チームは、チークの製材品についての統一 

した格付方法の才一草案を作成して喜ばれた。この案は各国 

山林局、伐木造材会社、製材業者、貿易会社に試験的に送ら 

れている。この草案は批評や忠告などとともに、関係者に印 

刷して配布する前に19 6 3年バンコックで開催予定になつ 

ているオ7回チーク小委員会で詳細検討することになってい 

る。なお、前回fa〇会議はアジア太平洋林業会議とアフリカ 

林类会議に依存して、チーク小委員会を合同小委員会に変更 

することに同意した旨の報告があった。APFCの関係国は次 

回チーク小委員会に代表者を派遣するよう要請された。

事務局は、マラヤでチークの原産地試験を行なうため、テ 

ーク育成諸国に至急種子の供与方を懇請した。なお、各国で 

行なわれ・た原産地試験の経過についてチーク小委員会から至 

急報告をうけたい旨の要望があった。
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21. 森林作著抨術と林業労務者の訓練に関する委員会(エL0と 

觞同して)

委員会の事業計画の一部として、林業労務者指導官のオー 

回地区研修が、EAOとエし0との共同で1 9 6 2年1月15日 

から3月2日まで、ラングーンとミミチナで開催された旨の 

報告があった:,ビルマ政府の歓待に対し、またこの会の成功 

に寄与した!LO 〇参加に対し感謝の辞が述べられた。なおこ 

の地域でフランス語による研修も併せてFAOとエし0の共同で 

実施されるよう要望があった。また事務局は最近の研修公た 

めに作成した教材を加盟諸国の関係部局に配布するよう、希 

望があった。

19 6 〇年以降、委員会は特別作業部会を開催せず、次回 

開催の日時も未定であることは残念である。

この委員会にニュージーランド代表が議長に就任すること 

を承認した。

22. 造林および森林経営に関する委員会

新たに任命された調整官、オーストラリアのキャンベラ、

林斐、木材局のNorman Hall氏の指淇の下に、この地域内の 

長繊維樹種の不足と重要性にかんがみ、ユーカリやマッ以外 

の針茏樹、す左わ ち Araucaria , Agatl^is, Podocarpus Call- 

itrisなどについて、針葉樹とユーカリに関する小委員会で 

研究がすすめられていることは喜ぶべきことである〇オース 

トラりア政府は前回会議の勧告についで、FAOの"飢餓から 

の解放運動"への参加として、"公認ユーカリ種子集荷セン 

ターと交換所"を設立することを決定したがゝこれは本会議 

に啓いて賞讚されたところである。このセンターはすでに活 
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動動を開始しているが、その機能は次ぎのよ5なものである。

(a) オーストラリアの林業木材局自体、その他研究楞関、大

学でユーカリについて行なった研究事榮の検討と普及。

(b) 営利的にユーカリ種子の販売を行なう。

(c) 精英樹や育種試験から選抜された小最の種子を集め、配

布・すろ。

本件に関する照会や種子の領布は下記に申出でのこと。

The Di rector-General

Foresty and. Timber Bureau

Canberra, A.C.T. AUSTRALIA

もとこの小委員会の連絡官の香港のP.A. Daley氏はその任 

期中の業績について感謝された。

本会謗は運絡官(ケポングの森林研究所のJ. Wyatt-Smith 

氏)と低地熱帯両林に関する小委員会のメンバーの業績に対 

し感謝し且つ小委員会の活動に関する報告は至急印刷して配 

付するよう事務局に対し要請した。

23•林産物研究委員会

現職から退任したStanley A. Clarke 氏の代りとして、ご 

く最近この委員会の議長が新しく任命されたため、本会懿に 

提出された経過報告は全地域の林産物研究活動を網羅してい 

ない:,それにも拘らず、本会議はメルボルンのC. S. I.R, 〇 〇 

林産部長H.E.Dadswel! 博士からの報告に最大の関心を寄せ 

た。この報告書のなかの2つの論文はこの地域の多くの国に 

とくに與味あるものと者えた。すなわち、(a)用途を拡大する 

ために、歩、ーまり知られていをい熱帯材の乾燥に前処理を旅せ 

こと、仏)廉例な住宅への木材利用、である。この2つの問題
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につき研究をすすめることになった。

この歩員会の前議長Stanley A. Clarke 氏の長い任期の間 

委員会の活動を指揮したその労に対し厚く感謝の辞が述べら 

れた〇

24. 流域管理に関する作業部会

前回会議以来、土壌と水の保全に関すろ参考文献一覧表と 

流域管理に関する技術豪賣の刊行をみたことは欣ぶべきこと 

である。この要覧は各地域の権威者グループの手になるもの 

で、河川流域管理、流域資源、その他関係諸問題を詳細に取 

扱ったものである。流域管理の作業部会は、その活動を検討 

する際、この要覧を参考にするよう要望があった。

メコン河開発計画に関連し、流域管理の分野での事務局の 

とった努力に対し感謝が述べられ、メコン河総合委員会の選 

択した4つの支流の流域管理の研究、展示計画は必ず実施す 

るよう希望があった。

森林牧野経営の研究ダルーブの全員に対し附録〇に添付し 

た書類FAO/APEC-6 2/4.2 5の事業草案を徴底的に研究し、 

その意見を年末までに議長の手許畦で送るよう要請があった。 

これらの意見に基づいて、最終計画を作成し,活動に入るこ 

ととする。

木材需給の動向の再検討

25. 牙5回会話の決・議に基づいて、木材需給に関し地域の動向 

を徹底的に再検討 した。(牙5回アジア太平洋会議報吿書5 7 

項をみよ。文書FAO/APFC — 6 0/151Rev,1)〇これに先
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立って、討読の便宜上地域内各国で作成した国別報告書を事

務当局はこれをとり凄とめた。この報告書は事務当局と加盟 

各国の間で協議の結果、標準様式で作成したものである。

各国から提出された資料によって、6カ年すなわち1954

年(もっとくわしくは19 5 3/5年の平均、アジア太平洋地域

の木材需給動向の初めの調査の基礎となった期間)から 

1960年の閲の消費動向の分析と、1975年疾での消費傾向 

の再評価をすることができた。

26.過去6カ年にわたって、産業用材の地域消費は3 2パーセ 

ントの上昇、すなわち8 7 0 0万立方米から11500万立方米 

に増加した。これにはただ一つの例外があり、すべての地区 

はこの傾向を示し、ことに東アジアは顕著であった。例外は 

東南アジア大陸である(ビルマ、カンボジア、ラオス、マラ 

ャ、タイ、ベトナ厶)。この地区のある国にあっては、産業 

用材の全消費畐がいちぢるしく低下・したが、これはこのなか 

のある国がこの期間中政情不安状態におかれたからである。

あるいくつかの林産物の関するかぎり、消費の面でもっと 

も急激な増加を示したものは、木材をベースとした板材、次

いでパルブ製品と用材である。丸太材の消費は中位の増加を 

ホしたQ

かくて、産業用材の地域内の消費は予期以上の早さで増加 

し、この傾向は地域内の多くの国から提出された19 7 5年の 

木材需要の新しい推定のなかに坎れた。当初調査したところ 

では、産業用材の全地域の1975年の需要景は1610 0万立 

方米であったが、1975年の需蔑畳の訂正推定は18 5 0 0万 

立方米である。需亞•导は東南アジア大陸と大洋州では当初の
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推定よりやゝ低く、東南アジア諸畠ではやゝ高く、東アジア 

では著るしく高い。南アジアの推’定はわずかに修正したにす 

ぎない。パルブ製品と木材をベースとした板材が今後いかに 

重要なものとなるかは改訂された推定にはっきり現れている’ 

1975年(1 9 6 0年と比較して)に必要とすろ産斐用材追加 

71〇 〇万立方米のうち5 0 0 0万立方米は製材用に、3000万 

立方米はパルプ用に、5 0 0万立方米は板材製品、6 0 0万は丸 

太材に仕向けられる。

薪材については、1960年までは消費水準はあ唾"変化せ 

ず、人口増加の影鬱はあったが、これは当初者えられたよ歩 

も早く、他のエネ、ルギー源に依存したために相殺さわたので 

ある。にもかかわらず、26500 万立方米以上の木材は依然 

燃料として消費されている。1975年における薪材の需要最 

は(南アジアにおいて牛糞に代えて木材燃料が広く利用され 

ると仮定して)今のところ5 8 4 G 0万立方米と推定する。

消費動向の検討の•結果、当初調査の主要動向の推定は充分 

に確認されていることがわかった。もしも数カ国で消費が予, 

期以上に早く増加したとすれば、これは実際に到逹した一般 

経済成長率が、調査の際想定したものよりも高かったためで 

ある。調杳ではこの地域内での木材をベースとした板材の利 

用率を低く推定し、また2つの地区の場合については、 木材 

以外の繊維が製紙用としてパルブ材に代替する率を低くみた 

のである。

2Z 地域内の供給の面をみるに、まずオーに気がっくことは、 

過去6年間にわたって、地域の産業用材の供給は3,% ’目加' 

すなわち8 6 0 0万立方米から11100万立方米に増加した。 
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しカ、し、供給景のこのような飛躍にもかかわらず、地域内の 

不足は19 5 3Z5年の13 0万立方米から1960年の37 〇万立方 

米に增加した。将来の供給に関しては、地域内の多くの国で 

は対策を講じた結果地域の将来の供給見通しはいちぢるしく 

向上した。推定したところによると、補足的国内調査か、地 

域調査の結果、大いに促進されたこれらの対策は1975年に 

おける推定供給詞を当初の推定黄1 4 0 0 0万立方米から 

17 5 0 0万立方米にまでに増加させる結果になるかもしれな 

い。かくて、消賣推定は改訂の結果上昇するにもかかわらず、 

1975年における推定地域不足景は12 0 0万立方米であり、 

これに対し初めのころの推定鬱は2200万立方米であった。

28. 一見したところでは、これはアジア太平洋地域の諸国は当 

初の調査の結果によって判明した大きな問題にっき、これを 

解決すべく大いに努力を払ったように思われる。しかし、改 

訂を加えた推京も満足すべきものではなく、本会議は次の諸

点に関し加盟各国の注意を促がす必要があると、者えた。

(a) 将来の木材需要に関する改訂推定も、経済成長率につい 

ては比較的控え目な推定を下している(この地域の多くの 

国に関するかぎり)〇もしも推定経済成長率が超過したと 

きは(たとえば、諸国が国連1〇カ年計画の目標を逹成し 

た場合に起るような)、将来の木材需要もそれに応じて上 

昇し ' 現在の地域の林産目標はさらに不充分であることが 

わかるとおもう。

(b) この地域内の林産号標を樹てるにあたって、世界の他の 

地域に起りつつあり、または激化しつつある木材不足(こ 

の結果、アジア太平洋地域内のある国にとっては輸出の機
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会がある)を計算に入れてい度い。

(C) 材積計筋で地域内の木材不足を睜和しようとするのは充 

分とは思え左い。現在の林産物の地瑜貿易の機構では、こ 

の地域からの輸出は主として素材であり、輸入は高価な完 

成品である。したがって、材積計算によるバランスは、価 

格計募によれば大きな不足の意味と左る。したがって、林 

産業を大巾に拡張する必要がある。近年大いに進歩を示し 

たとは云え、この地域は依然として木材加工施設が不足し 

ている。

曲) 森林生産を上昇する計画は、将来木材不足が激化するお 

それのある国々においてすすんでいる。しかもなお、この 

地域内の木材调剩の諸国の樹てた計画は、調杳の結果判明 

した森林産業の開発と地域間の貿易増加の機会を煎要視し 

ていないのである。とくに、生熊学的にめぐまれている多 

くの国は牙5回本会議ならびにアジアおよび極東における 

パルプと紙発展に関する1960年FAO/EC AF E会議の勧告 

に従っていない。その会參ではその地域で高まりつっある 

紙生産のため長繊維材の亲求に見合うことのできる針葉樹 

の造林が必要である〇

ある場合には、計画は一応立窦完了しているが、熟練者の不 

足や財政難のために実施がおくれている。

29.将来の需給問聽を検討したあと、診員会は、もしも林産の 

合理的目櫻を設定し、森林産業開発のために健全な笛が樹て 

られると士れば、各国毎と地域全体の黒給動向を引つづいて 

研究することは必要であることを再確・心した。參員会は山林 

局内に林樂専門家と择済担当者をもって成る絲済企飾諛を:池

-2 〇- 

域内の一部の国で設けるという措置をとりあげ、他の加盟各 

国に好例として推奨した。

3〇•林業、林産物統計の健全な基雄は林業開発を効果的に計画 

するには絶対必要であり、地域内の数ケ国はいまだこの点で 

みるペきものの左い点にかんがみ、委員会は加盟各国に対し、 

EPT Aによる技術援助(これは国の集団計画の形をとるかも 

しれない)と奨学金制度を利用するよう勧めた。

51.委員会は、オ8回会議の際地域内の木材消費供給計画と、 

牙5回の勧告を実行にあたっての業績を徹底的に検討するこ 

とを決定した。なお事務当局に対し、オ8回会議の以前に、 

国別報告の形をとって加盟政府に協議するよう要請した。

私有林の役割

52(a)オー ートラリャ、韓国、ニュージーランド、では民有林 

の占める面積は大きいが、この他の国では林野はすべて公 

有である。

(b) 予想した需要動向と多くの国で大頰模な造林地を創設し 

て現在の森林資源を補足する必要がある点を者え合せると、 

ある国に対しては民有林を助成するには適当な時機ではな 

い、という疑問がおこってくる。大体3つの場合にわける 

ことができる:,

(a) 産業会社の手になる.大規模林誉。

(b) 民有林の小団卅。他の地域で行なわれる農用林の性格 

をもつもの。

-2 1-



(c) 部落有林でとくに土地の人々度燃料と小丸太材を供給 

するもの。

近年この地域や他の地域の関発状況をみるに、森林産業 

会社の所有にをる多くの森林の経営は模範的であり、国有 

林と充分比較し得るほどよく施業が行なわれている。しか 

しのみならず、ヨーロッパと北米では、大きな森林産業会 

社は小民有林の経営水準を引きあげるのに大いにあずかつ 

て力があった。ある蘇林産業部門に多額の投資を行なった 

結果、その将来の原料供給を確・保することができた。

部落有林は、とく化部落民が昔から協力する慣習あると 

ころでは、牌村地帯の燃材と用材供給の問題解決に大いに 

あづかって力があった。山林局からの苗木や技術援助、 労 

働奉仕によるコスト滅などによって、農山村生活水準はい 

ちぢるしく向上した。たとえば南アジアの大き東燃材問題 

が果して他の方法で解決できるかどうか疑わしいものであ 

る〇

事実、この地域内のある一部の国々では、小民有林の果 

たす役割はたしかにあるもQと考えられる。他の地域の多 

くの国々での、山林局の直面するもっともむっかしい問題 

01つは小民有林の経営基準を引きあげろことであるが、 

樓民をして産娄用に造林地設定するよう勧奨した結果、大 

いに成功を収め、ある地方では啓業冴得は大いに上昇した 

森林生産〇収入は遅くなっても---- たとえ短伐歟集約的経

営をとっても——瞥別な手役(安い苗木と貸付判度)はこの 

小民有林制!废を斜奨するならば、必要であろ5 3

(6奪員会は加盟政府に対し、問頒そわ自体の示す社会経済 

関係を考慮に入れ、民有;林はどの程度、どのような万法に
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よって勧奨すべまかを検討するよう夢請した

森林資源とその経営

53.いくつかの一般的題名の下に、オ5回会素以後の地域調查 

勧告実施に関する進按状況が記録された。地域のほとんど全 

休にわたり、森林区画については相当の進歩がみられ、一方 

将来の計画も良好におもわれるので、森林に関する状勢にー 

将来の林地を確保し——多くの国では大いに関心を払うべき 

ものがある。すべての国が慎重な土地利用政策をとらず、そ 

の政策実行のための適当な機関を設定しないことは残念であ 

る一方、将来の木材需要に応じ、森林の保訣力を確保するた 

めには、林業に永久に利用すべき土地の広さと位置を政府に 

進言するのは山林局の責任であるということが強調された。 

この忠告がもし将来の木材需要に関する慎重な研究に基づく 

ものであり、またもし森林生産力向上のため現在利用してい 

る技術を者慮に入れているならば、この忠告は採択した方が 

よいとおもわれる。この点に関し、最近の技術上の進歩の結 

果集約的木材生産から高度の経済収入を得ることができるよ 

うになった事実に注意を促した。慣習によって林業を限界地、 

準限果地に移すと、その結果資源の利用は.岸・高度以下に在る 

場合が、ざすます多く衣る。

34.地城内の森林資源の評価に関しては、航空写真とサンブリ 

ンダ法を利用して、 最新の森林調査方法により時間と金銭の
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経済ができるようになった治かげで、近年目ざま しい進歩を! 

とげたことはよろこぶべきことである。種々な型の多国間の 

又は両国間の援助によって、加盟各国間には貴重左援助がふ 

くられた。本会議は加盟政府に対し、単に初期の産業開発に 

適する特殊な土地を区別するばかーりでなく、経営案を作成し、 

その土地を有効な経営下にあくための詳細な資料を得るため 

に考案され‘た森林調査の必要性につき注意を促した。

55. この地域内の将来の供給を好転させるに大いにあづかって 

力があった一つは、交通網(実際と計画)を従来未利用状態 

にあった広大な林地を開発圏内にもってきたことである。L 

かしこの地域内には森林にめぐよれているが、しかも林道そ 

の他の投資が足りないために未開発状態にある多くの土地が 

残っている。

56, 地域内の多くの国では、调去2年間、新しい土地を計画経 

営下におくことに成功し、将来経営地区を増加する計画がで 

きている。この計画が実現するか否かは、あらゆる階層の技 

術者を徐々に増加するかどうかによるものである。

3Z委員会の手許にある各国別報告の中で、もっとも満足すべ 

きことは林地の拡大、回復のため今日までとげた成功と大胆 

な計画である。将来の木材供給を確保するという最大の任務に 

直面する日本では、目標は思い切って修正され、新しい計画 

では、今世紀末までに造林地の全面積を6, 7 0 0, 0 0 0ヘクタf 

ルを15, 5 0 U 〇 〇 〇ヘクタールに増加し丁れによって、天然広 

葉樹林(燃材)を針葉樹用材造林地に積極的に転換すること 
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を企図しているのである。前述の計両のうち、耍造林堆の

7 5 0, 0 〇 〇へグタールは早成樹種によるものである。ニエージ 

ーランドは今世紀末までに、外国編種による浩林面整を

4 0 0. 〇 〇 〇ヘクタールから8 0 〇. 0 0 〇ヘクタールに増加し、同時 

にさらに集約化した施業によって生産の質の向上を計画して 

いる。オーストラリヤでは、造林地(主として外国樹種の針 

葉樹)は現在22 0,。 00ヘクタールを占めるが、今世紀末まで 

にこの数字を8 〇 0. 〇 〇 〇ヘクタールに增加しようとするもので 

ある。インドではここ1〇年間に2 0 0t 〇 〇 〇ヘクタールを造林 

したが、矛三次5ヶ年計画では早成樹種に重点をふ、くもので 

ある。ラジャスタン運河に沿うて、6 0, 〇〇〇ヘクタールを造林 

する予定である。パキスタンは現行計画の残余期間に、 

110,00 〇ヘクタールを造林し、このなかには沸渺造林地に、 

早成樹種5 0. 0 0 0ヘクタールがふくづれている。これ以後の 

造林は焼畑農業地、乾燥地、荒廃した流域に集中する。目標 

合計は12,00 0, 000 ヘクターんである。イン ドネシャでは年 

間5 0, 0 0 0 ヘクタールの割合で造林がすすんでおり、フィリ 

ピンの新しい造林事業も同じよう左目標を設定したといわれ 

ている。仙の多くの国々も造林計画を報告しているが、これ 

らは大部分比較的小規模で、ある蜴合にはいまだ試,験時代に 

あるものがある。

38.林地拡張と回復に関し報告のあった進排状況や公表さカた 

計画によって、政府のみならず、林務部が地域調査によって 

判明し、今回の会議中検討した将来の木材供給の諸問顯をま 

すます重蓼視するようになったことがよくわかるのである。

1 9 7 5年までにはまだ相当の開きが残され、木材の需要は今
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後数十年間はなお増加するものと考える。したがって、義林 

生産の増加を計るためにはなな 一層努力を・払う必要があり、 

林産物の将来の地域内の貿易機橙;は、今後5年乃至1。年間 

の林業部門の活動如何によって主として、決まるものである: 

もしも利用する資金が多額で、しかも永続的であるならば、 

活発な林業開発政策を実施できるので、委員会ではオ5回会 

認・の次の勧告を実行するよう荷く夢請した。

"育林と森林経営作業は数力年の日数を必要とし、年間予 

算に依存するかぎり充分に実行し得ないので、加盟各政府は 

国の林燹基金創設の道を拓ぎ、当初は数年間の必要を充たす 

が、一般収入から追加割当を得ることもあり、得ないことも 

あるが、森林収入の金都または一部から毎年この基金に繰入 

れることとする。とくにこのよう左基金が、もし相当類であ 

れば自動的にこれをもって更新作葬や、その他新しい経営案 

がみとめられるか、または現在の経営案が拡張されたときは、 

いつでも必要となるその他の措置をとる資金が利用できるよ 

うになる。"

"相当面帮の林地を、たとえば貯水池の創設とかその他の 

理由によって廃止しなければならないときは、適当な額の補 

償金を林％基金に払い込み、もって他の埸所でこれに対応す 

る造林事業や林業改良事業を行な5こととする。

5 9•參員会の意見としては、現行の計画の中で2つの面が慎童 

に検討することを要する。すなわち原価と収益に関し事務当 

局に提出し点、粗雑な資料から、この方面の計画に対する検 

討は不充分であることがわかったという公である。したがっ 

て、委員会は、加盟各国政府に対し、牙8回会議で検討する
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ために、事務当局が会議の際商差ある分析ができるような資 

料を作成、採出するよう姿請した。

牙2に、各国別報告を檢討したところ、ある場合には造林 

樹種の選択はとかく利用度や成启度を将来の鄭待需要に関連. 

してみると、軽視しているという印象がある。小団地と•供給 

の断続性は市坍問題をひじょうに複雑化していることを記憶 

すべきである。

同じような経済的、技術的問題が、異質熱帯広葉樹林の開 

発、保育に起った。林業家はあらゆる方法を講じてこれら森 

林の構成を改且し、生産性を向上する一方、利用技術は進歩 

し森林産業の原料ベースを拡大し、林産物の利用を完べきな 

らしめている。これがために伐木蒂を低下させるばかりでな 

< 现在の林分の改良や転換が容易になる。

4〇・地域内の政策の変更による新しい問題と研究のためっくら 

れた増加施設によって育林と森林経済研究と林産物研究とい 

う、委員会の2つの事業は笠・ます重要性を加えてきた。会 

議はしたがってこれらの委員会や流域管理作業部会に対し、 

地域内の研究作業を効果的に調擊するよう努力を集中するこ 

とを要請し、実行計画の優先順位を決めるに当って、アジア 

太平洋地域の木材需給踊向調査に示された結論的勧告の練に 

沿うて勢力を集中するよう努めるよう勧告した。

木材 加工 産 案 の 樂,展

41.地域内では木材加工施設の大々的な拡張が目下実行、又は 

計画中である。紙パルプの生産力の増大は当然であるが、会
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板、ファイバーボード、パーティクルボードの地域内の消賛 

と生産施設は予期以上に早く上昇した。製材生琵高は各地に 

新式製材工塚が建設されて地加しているが、とくに现在のエ 

埸の合理化と近代化による増産が目立っている。一部の国々 

で依然問题になっているのは、小さな丸錦をあぜリに多く使 

いすぎることで、しかも無駄の多い方法で品質の低い製品を 

生産している。笠たある国々は乾燥室や木材防腐工場の増設、 

これによって市場向けの製品の品質の向上と、耐久力の低い 

樹種の新しい市埸をもとめようとしている。

■

42.しかし、地域内の森林産業の生産能力は徐々に上昇しつつ 

あるが、地域の嘉エ木材の需要を充たすには未だ程遠く、そ 

の結果他の地域から高価な加工木材缨品の輸入に大いに依存 

している。森林を基とした産業振與の幾多の好機も見逃がさ 

れ、森林産業発展の建設的企画も、森林生産計画のような進 

歩は少しも見られない。林業と森林産業の管理上の責任も往 

々分れ、引つづいて調整する強力な機関がなければ、これは 

当然進歩は望めないのである。

森林産業が経済開発促進にいかに貢献するかについて、加 

盟政府に注意を促した。この点について考えられるのは、一 

部は森林産業の広範囲にわたるとともに、複雑多岐であるこ 

と(すなわち、資本、原料、熟練労働者等の見地から)、ま 

た一部にはその製品は絳済のほとんどあらゆる部門 で必要と 

すること、浸た輸入を節約する、という意味でもある:,ここ 

で、会誌の席上いずだそのかかる措屢をとらなかった加盟政 

府に文寸しゝ林業、工業化、及びー殺降済発展計画に対し責任 

をとる部局間の継続的、彊力な調整を行方:う榜関を設定する 
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よう夢請した。また、林榮、森林産業が明れかに国民終済のあ 

なかにあって大きな役判を演ずる国々にあっては、これら各’ 

部局の責仟を一つの局又は省に寸とめた方がはるかに有利で 

あると者える。

一教 育と研一修

45.地域内の各国には林業専門家を教育する排関がある。しか 

し、現在の大学程度の林学科卒業生の数は増加して、拡張計 

画と集約経営の要求に応じをければならず、この点各地で施 

設杖脹の計画があることはよろこぶペきことである。頊場職 

員に対し、海外の大学、研究所、産業会社で、研修を重ねる 

機会が多くなったことは、これまた歓迎すべきことである。 

ある国々の教科課程は拡大されて、流域管理、牧野経営、鳥 

獣管理をふくむようになったことは満足すべきことである。 

しかし、現在および将来の需要からみて、森林経済専門家、 

林麻技術者の研修を重要視し、すた育林、森林経営の研修計 

画は集約林熒の近代技術を充分考慮に入れるべきことを勧告 

した。

44.準専門家に対しては、いくつか新しい学校の設立が完了し、 

又は計画され、瑯在の學校施設は拡張されている。林業の実 

際面と現地訓練をさらに重視する傾向のあることは喜ぶべき 

である。現在のところこの種の暇員の不足は専門家聽•員よ・り 

も充足には困轄ではないよ3である。

45•しかし、もっとも深刻な不足を感じているのは、林業たら
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ぴに木材産業の労務者の組鎌訓練施設である。林業作幾へ新 

しい器具と世良技術の道入も、弟務者に必要な技術を・教える 

能力のある教師のダルーブを•組繡すスような措置をとらなけ 

れば、何ら効果はあがらないのである。また、研修計画を樹 

てるにあたって、熟繍労務者を育成することが根本的に必要 

であることに、とくに注目するよう加盟政府に要望した。

技術援助計画の動向

46. FAOの拡張技術援助計画(EPTA)基金の現場関係の林業 

の持分は1961年の8%から1962年11.8%に回復しまた、 

林業林産物部は全F A〇特別基金計画の17 %'(19 6 0年の

7 %と比較して)にあたる特別基金事業を実施している。特 

別基金事業を実行中、特別な林業部門を援助するために、追 

加基金が必夢となるものと考えられる。この追加基金は 

EPTAを诵して交付するものである。したがって、加盟政府 

は敏速に活動し、特別基金事業実施の初めの段階からこの程 

の基金を受けとるよう裳請された。

47. EPTA 〇ための吹2年毎の計画"と”事業計画”は技術援 

助綜合計画に対する浙片的な、一品料理的なやり方を排し、 

国の開発計画とともに技術援助の綜合化を勧奨することを目 

的としたものである。これを併合した結果は国の計画の弾力 

徃を減少するものである。林業、林産物の分野の援助を耍請 

すふにあたって、これらの粢化を潜慮しなければならない。

48. この址域のEPTA計画を論じたあと、本会議はマラヤ、英 

-5 〇-

国(北ボルネオ)政府が航空森林調査に関する極柬地域研修 

センターをホストとして引受けたことに深く感謝の意を表し 

た。

本会議は今日までF△〇地域EPTA計画にふくまれている林 

举計画がいかに貧弱であるかに失望し、事務総長に対し次ぎ 

にかかげる事業の1つ以上に対し優先的に取扱うよう要請し 

た〇

(司 熱帯降雨林の育林と森林経営についての研修計画。

(b) 流域管理に関する研究方法と技術についての研修計画。

(c) 機械化伐木連材作業の研修計画。

但) 最新式木工機械の利用についての技術者養成。

本会議の記憶するところによると、熱帯降雨林の育林と経 

営の研修は、1957年以来最優先に取护うことになっている。 

木会議によって勧告された事業計画に対し、加盟政府はどの従度 

程度これに関心を示しているかを事務総長に伝えるよう要請 

された。

49.アジア太平洋地域の多くの政府は国連特別基金の設定にょ 

って与えられた森林、森林産業の開発を促進する•機会がある 

ことをなかなか認識していない。この部門で今日までみとめ 

られた16の事業計画のうち、この地域には2つしかない。 

しかし、他の国は特別基金援助を提出し、またはその事業計 

商!を作成中であり、次ぎの2ヶ年間には特別墓金はAPF Cの 

加盟各国がその森林、森林産業開発計画を修正し、拡張でき 

るように補足される望みがある。

本会議は事務当局に対し、加盟各国は特別某金申請に対す 

る事業計画作成のため引つづいて助言と援助を与えるよう要
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禁した。

5〇•太会設:は"準専門枝術考刀 

が、 この計画はFAO公提供す 

って援助するもので、他の国 

同じような制度を採用された

制度に対し大いにI羿心を示した 

る技術援助を、低綃の費用をも 

もオランダ、ドイツの運営する 

い希望が述べられた。

桃域内のF A 0善業の将来の動向

51.19 6 4/6 5年の林業、林産部の事業予定は19 6 2/6 5年の 

分と同じバランスをとり、大きな変更はないという、前回「 

AO会議の決議に、本会談は同意した。本会議の指摘した、 

アジア太平洋地域のとくに糞点をおく臺業は次のごときもの 

である。教育と研究,林業、森林産業の開発計画,早成樹種, 

天然林の育林、絳當、伐木運材,林産物の利用、とくに未利 

用樫種,底パルプ,資源調杏と評価,流域管理。

鳥獣管珅と国立公園

52.本会隣は、地城内で鳥喙管理と国立公園の諸問囲を楡討す 

る機は熟したと者え、これらは次の会誰で討議することに決 

した。事務当局は国別報告の概略を作成するよう要請され« 

が、これはとくに各国の鳥獣の価値を、保全、レクリエノ = 

ン、窗光、学術調杏、食肉、皮•賛の供给源として評価し、荒 

た烏戡計両の実施上の可能性と制限を決定することを目的と 

した。鳥獣咨理と、春林浇営は、研修と研究問•と同様、 国 

別伊告に記哉さるべきものである
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53.鳥會専門官2名がFAO地域援助計両の下に、FAOと自然保 

云国際連合によって指名され、この計画は19 6 5/6 4年まで 

つづくものと考えられる。この技術者の任務はアフリカ地域 

の加盟政府を援助して鳥獣管理と促全政策をたて、天然資源 

とその利用に関して、この政策を全般的開発計画に綜合する 

ことである。これには経済的、科学的、文化的目的のために 

鳥獣保全の土地を指定す・ること、普及計画の作成,あらゆる 

段階での烏獣管理の教育の•促進、などがふくほれている。

カンボジャ、韓国、マラヤ、フィリピン、タイよりの代表 

者は、各自の政府は上記2名の専門家のアフり力での仕事が 

19 6 4年末までに完了したならば、EFTAの地域の、または 

地域間の事業計画により、両名を招へいしたいと者えた,関 

係政府は事務総長に対しFAO/I UCNチームの技術者の任務 

をさらに拡げて、アジ’ア太平洋地城をも包含するよう要望し 

た〇

その他の事項 

来るべきF A 〇会議

54,本会議は1963年4月後半(ローマ)で開催されるぐ合板 

と木材をベースとした板材製品、に関する世界会詳眇と1963 

年8月後半(ストックホルム)で開催される"森林捎伝と林 

木育種に陟する世界会談"にそれぞれ注目し・た。これら2つ 

の世界会談はアジT太平洋地域の諸国にとって圉心の深いも 

のであるので、加盟政府はできるだけこれに出席するよう勧 

告があった。
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55,地域内数ケ国内ではとくにポプラの育成が大いに成果を収 

めている点作かんがみ、アジア太平洋地区のポプラ会蔣をで 

きればこの2年間内に開くべしという、国際ポプラ爹員会の 

提案に本会議は賛成した。関係諸国は主催国たるべき可能性 

につき検討し、事務総長に報告することになった。

次回会議の日取と場所

56. ニュージーランドと韓国代表から次回主催国たるべき旨の 

申出あったに対し、本会議は謝意を表した。手続規則N 一 2 

条に定めるところにより、次回(方7回)会詠の日取と埸所 

を決定士るよう事務総長に要請した。

ニュージーランド代表は、万一次回会議がニュージーラン 

ドで開催さ九るような場合は、その会読の主題を次ぎのごと 

<定めたいと申入れがあった:,

戏木材需要に応ずる早成針葉樹の役割と、それに因る産業 

振興の。

」地_視_察

57. 本会談出席者は現地視察旅行に参加し、その際澆域管理と侵 

停蝕予防のための植栽を視麥したr,その際、香港政府とそ公疔 

庶林部のとられた後れた受入れ熊勢につき、本会靛は謝意を 

表した。
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木材需給動向の再検討に関する 

各国特別経過報告の総括

序 論

1960年2月のオ5回会議にあたって、アジア太平洋林業会議 

(APFC )は"次ぎの会議は主として木材需給に関する地域動向の 

再検討を徹底的に再検討すべきこと”を決定した。このために次 

ぎの会議までに完成予定の°アジア太平洋地域にうける木材動向 

ならびに見通し調査”の印刷版は、各国より蒐集する追加報告(て 

よって補足する。これらの廠吉は予測的のものではあるが、各国 

の将来の木材供給不足を補なうため、どのように国別目標が改変 

されたか、笠たそれらの改変は土地面積と金韻においてどの程度 

のものであるか、さらにこのために必要な投資がどのような効果 

を生むかというようなことについて概略を述べなければならない 

買料分析の便宜上、かかる国別の報告は、できるだけ緊密に事 

務局案に従って、会議の少なくとも5ヶ月前に返送されなければ 

ならない。そのためこれらの報告は写をとってあらかじめ配布す 

ることとする。さらに各国はそれぞれの地域で得られる資料の種 

類により、その報告を「1人あたり」-または「最終用途別」の形 

式をとって提出するよう要請された。(才5回AFFC会議報告の 

5 7 章、文書番号 FAO/AFFC — 6 0/1 5 1 Rev 1)。

"アジア太平洋地域における木材需給動向と見通し”は次の点 

について評価した。

(1) 林産物の現在の消費。

(2) 林産物の将来の需要の見通しc

(5) 将来の推定需要を充たす地域内の森林資源の内容。
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(4) 林産物の現在の貿易パターン。

(5) 地域発展のための森林の果たす也の役割〇

調査の結果、全地域を通じて一般に現在の林産物1人矽たりの 

消,費量は低いことが分つた。産業用材の需要は19 5 5 一1955 

年の基準から19 7 5年までに85% 上昇し、一方薪炭材の需給量 

i 60 %上昇するものと推定した。地域内の生産負は現在比較的 

少左いが(消段の1• 5佑)、森林・径営がかなり進展するものと仮定 

し、•また森林生産能力がかなり上昇すれば、かなりの増加(消費 

の13,5% )があるものと予期された。

この調査が印刷され、公表された時冗おいてさえ、多くの国で 

は消費の増加割合は予期したよりかなり人:きかった。他の諸国に 

•芬いては、搬出量の増加がハちぢるしく急激であるから、将来の 

木材利用について充分考慮しなければならない。性たある国々で 

は最近の情勢を詳細に評価していることがわかった。かくて、こ 

の問題に関してこの会議で充分労力を払うことは当然であると考 

えられた’

•加盟政府は将来の木材需給の再評価に関する今後の報告に充分 

注意を払うために、従来委員会へ琨出した各国径過報告は淀出せ 

ずともよいこととした。

このたびの讃告様式は刊行配布された、«アジア太平洋地域に 

ふける木材需給動向と見也し・調査書"に対する各国の反響、その 

後のそれぞれの持殊事情の再評価と改訂、さらには#国の国内需 

要の見通しとその国外貿易の発展に見合うようを、林産物の流出 

上を確深するためにとられ、または計画した手段に・づいて報告で 

さるように考察され、!9 6 2年4月に加盟国25カ 国に幽布した。 

• 8月末までに、報告淫は大国のすべて、小国芸2カ国さのてい 

た全部から受けとった。個々の餓告の内容によると、クくの囱は 
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木材需妥の上昇にとくに深い関心を示し、帽勢を再検討し、適宜 

な措健をとるなどなかなか心強いものであつた。しかし多くの国 

の調査方法が種々異っえ関係上、地域の統計を総括することは困 

難であった。

一般」情勢の総括

多くの政府が地域内の林産物の需給国係がいかに重要であるか 

をみとめたことは、非常によろこばしいことである。それらの報 

告によれば、各国とも森林および林産業の振與計画を作成し、こ 

れを積極的に実行しているとのことである。現在と将来の需給均 

衡の全殻的機構は既刊の「アジァ、太平洋地域の木材需給動向」 

で示さIたものと大差はない。しかし、需要は予期したより早く 

伸び、一方供給は増産計画によって増大する。均衡のバランスか 

ら、まだなすべ•きことが多くあることがわかる。

この地域の中央部一帯は森林が大部分熱帯常緑樹林と適潤落葉 

樹林型であるので、林地の不足はない。木材需給・動向調査に東南 

アジア大陸、束南アジア諸島として取扱った地区は大体この種の 

型の国々が多い。ある条件づきでは、セイロンもこのダルーブに 

入れてもよい。」まとんど例外なしに、この地方の諸国は将来の国 

内需要を充たす森林資源は充分、いや充分以上に•保有し、しかも 

人々の急散な増加1人当りの使用量の増加があるにもかかわらず、 

相当量の輸出もできうる状態にある、と報告している。弛方、ほ 

とんど例外なしに、これらの諸国は林業、森林産業の调発と生産 

力向上の必要に迫られていると報告している。このことは、その 

用途も、樹名も国外に却られない複維多種の樹種をもつ熱帯広葉 

樹林の問題を反映しているものである。また、ごく近年Kいたっ 

て、これら諸国の間で真に綜合的開発計画が試みられている、と
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い,う事実を反映しているのである。

これら諸国の間にあつては、発展の途上にあって、多くの、そ 

して種々異った必要性というものがある。たとえば、ピルマとフ 

イリピンにおけるように公有林を設定し、またパブア、二ユーギ 

二ヤにおけるように民間所有を安定して、林地を確保しなければ 

左らない、といったことはしばしば起っている。フィリピンやイ 

ンドネシアにおけるように焼畑農業による損失はしばしば重大な 

問題となっている。

森林調査は全般的にほとんどの国で実施している。とくにカン 

ボジャ、インドネシャ、西ニューギニャなどはその森林調査の完 

了、改良を重要視している。他の国では、特殊な地域や目的のた 

めに、さらにくわしい森林調査が必要となっている。タイ、ラオ 

ス、インドネシャ、ビルマ、セイロン、サラワク、フィジイ、ネ 

パールの諸国は林道や軌道の必要性を痛切に感じ・ている。ブルネ 

イ、パブア、ニューギニャ、西ニューギニャはこのほか港湾施夜 

も必要としている。インドネシャ、カンポジャ、フィジイはみな 

重要な造林計画をもっている。造林政策を確立するため、その他 

の国では試験時に再造林を行なっている。

伐木運材、製材方法の改善、製材工場や新設は各方面で必要と 

されている。原価引下げのため、あよび輸出市場で優位に立った 

めに、生産性と能率の向上がとくに重視されている。小国にあっ 

ては紙パルプ工場を設立するには、経済規模がその生産規模を制 

約するが、多くのこの種の工場や合板、ファイバーボード、ハー 

,イクルボード工場はこの地方で設’宜が計画されている。

解決すべき多くの開発上の問題、とくに財政上の問題があるが. 

この地方ではある刀U工品目(とくに長纖維樹種からのパルプや針 
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薬樹用材)を除き、その必耍髭を元たし、かつ熱带樹種による丸 

太、用材、合板の増大する.榆出を賄なうことができる。

これと対照的に、東アジアでは報告を寄せたすべての国は、そ 

の国の需要を充たすだけの森林資源に不足を示している。しかの 

みをらず、これらのうちの2カ国は合祓の大量輪出を計画してい 

る。この地区で報告をよせた国はみな、過伐と丸太と用材の大量 

輸入によって国内の需要と輸出覺を賄っている。価格の昂騰と木 

材以外の原料による代替の計画があるにかかわらず、需要は増加 

して、輸入の増加と積極的左林業、森林産業開発計画が必要と左 

ってくる。日本は林道網を孤大し、造林を増加し、製材の生産性 

を冋上し(これは実は過剰能力をもっている)

さらに合板、パーティクルボード産業の拡大を計画している。 

韓国は代替材の利用を計画し、榆入と輸入原木とパルブの加工を 

勧奨している。丸太材のすべてを輸入に依存している香港は、国 

内の材で大半の需要を充たすことはほとんど不可能に近い。

南アジアでは、需給の開きはますます拡がりつっある。インド 

の林務当局は充分問題の重要性を認識してはいるが、食糧増産の 

ための土地へ加える圧迫、谿間の開発と復興計画実施が林地の拡 

大をひどく阻んでいる。同様に、パキスタンでは消費ははるかに 

生産を上回り、たとえ林業計画を拡大しても、将来の需要は過伐 

を行なうか、笠たは輸入の激増以外に充たす方法がない。

大洋州では、大胆な造林計画を実施して、ーますます増大する需 

要に対応するため、在来樹種による生産の不足を補なうことにし 

た。にもかかわらず、オーストラリャは相当多量の木材を必要と 

するが、これは二ユージーランド、パブア、ニューギ二ヤからの 

過剰分で賄左うことができる。
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需 絵 調 査

アジア太平洋地域の需給を査定するために、5年前花各国から 

過去、現在、未来の消費と生産に関する報告をとりよせた。この 

需給爭情再評湎については爾来各国とも、きわめていちざるしい 

進歩がみられる〇

おそらくもっとも顕著左措置をとったのはニュージーランドで、 

この需給問題と永久亿取組むために、1961年に特別計画課を設 

置した。理品別、主要用途別のきわめて徹底的な綢査を行なった 

結果、貿易と産業拡:大の推定と讲せて1 9 7 5年の治費の推定最が 

得られた。人口1人あたりの用材・の消貲量は低下し、見通しも滅 

少に訂正したが、丸太から用材への生産率が低下した結果、丸太 

の所要材積は増加する結果となった。得来の紙、板祇消費の推定 

黄吐かなり上昇するよう訂正が加えられた。

日本は1970年から198 〇年までの見通しとともに、詳細な最 

終用途の調査を行なった。1970年力ゝら1980年、1990年、 

2000年に亘って伐採可能置について推定を行なった。日本経済 

は急激な成長を遂げた結果、従来の需要量増加推定をざらに修正 

する必要が生じた。用材の,肖費量、さらにとくに合板の消費量は、 

地・域調査で予想し之以上の急微な率で増加した。牙5回アジア太 

平洋林業会議に日本が疣出した19 6 2年産の丸太需要量の推定量 

はすでに196 〇年に诺えてしまった。

オーストラリアでは、林務当局は生産ベースで2 0 00年までの 

推定を行なった。A N Z銀行児民有林開発機関として用材丸太搬 

出2ならびK1 9 7 0年、1 9 7 5,年(ていたる主要宿費品目について 

推定を行なった。 .

近年バキスタンでは、林業家の一団がFAO/EC AFEの調査を指 
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針として、假終用途別に現在の消費量の推定を完了し、19 8 0年 

の需要推定を将来の供給推定と比•較した。

インドネシャでは、新しくセンサスを行なった結果、標本抽出 

では19 5 5-195 5年間の消費推定量が増加した。この推定増加と、 

国民総生産の将来成長量の選定増加と併せて、将来の消費推定を 

修正する基礎となった。これらの推定で、最終用途調査結果は、 

1960年、1970年、1 9 7 5年の推定に用いられた。消費推定の 

ほかに、原料の係給と輸出可能量については上記の各年について 

推定を行なった。紙の需要は大母ではあるが、急激に減少しっっ 

あり、これも柵入しなければならない。

フィリピンでは、山林局と全国経済審議会は共同して現在木材ビ) 

の需給動向を全国的に•調査を行なっている。この調査は最:終用途 

別であるが、その結果はいまだ公表されていない。インドでは、 

最初の地域調査のために行なった詳細左調査(最終用途別)は、 

FAOつ専門家の手によって補足された。

マラヤの研究冊子"マラヤ連邦における森林政策の側面”は、

7 〇 年間にわたって、極々な森林生産目標を定めて、5つの政策 

を虚案した。これらは綜合部局作業部会の手によって内閣に提出 

さ・れた。実際の計画は政府の決定をまっている。東南アジア大陸 

に対しFA〇/封CAFE 調査で決定した増加率を用いて、197 5年 

までの消費推定を行なった。また195 4年から2 0 5 4年まで20 

年おきに、用材需要の一連の推定を行なった。加工工場拡張の全 

般のパターンについても推定を行なった。

西ニューギ二 ヤ(.てついては、1965羅 19 70年、19 7 5年までの製品別 

の需要推定と同時(に同年に対する開発見込みを下したが、これに 

よって国内、輸出市場に対する需要量が別個に分るわけである。 

これに加えて、19 6 5年までの短期用材生産推定を行なった

—5 5 —





林業組織と林政

a ) 森 林 法 規

地域内の大半の政府はその盛林政策実行のオ一歩として、その 

法規の改善について報告している。カンボジア、日本、ネパール、 

フィリピン、タイの場合は、基本森林法は実施 ざれ、一方オース 

トラリア、フィジイ、インド、インドネシアはもっと狭い範囲で 

立法措置を講じた旨を報じている。セイロン、マラヤ、ベトナムで 

は新たに森林法規を作成する準備があると報告している。

日本では、需給の見通しによって量的に長期生産目標を確立し、 

これに基づいて農林省は、改正森林法(てより定期的に全国蘇林計 

画を設定することとした。フィリピンでは、新しい永久森林法は、 

生産を目的とした森林以外をふくめて、探林の永久性を確保する 

ためにとくに設置しようとしている。インドごは、最近の法律は 

主として鳥獣の保護を主眼とし、ときには民有林の経営規則に関 

するものも多少ある。

b ) 林 政 の 機 構

この祓告の初めの部分で指摘した如く、森林政策が国全体の開 

発計画とよりよく統合するという1頃向がこの地域にはみられるの 

である。ある国では、林政後構のなかに、こ,の頫问が反映してい 

る。インドネシャでは、生産性の高い、有利な国有林の経営は 

"ペルータ二”という、とくに生産事業を引受ノナる機関に移譲し、 

全国開発計画に組まれた、財政改良事業のために最高の利益を生 

むよう計面されたのである。

オーストラリヤでは、林業に関し、国の諮問機関として斷くた 

•うのオーストラリヤ林業審箋会を創設しょ5と决定したことは、 

各州の独立した林野局の間に緊密な調和への一歩近づいたことを 

一 5 6 .一

意味するものである。

インドでは領地を分散させる傾向がみられ、探林の大きな行政 

区劑を、小さな、弾力性ある単位(て細分しようとする動きが多く 

の洲にみられ、インドネシャでは森林経営、取引の機;虐、林産物 

の分配を州の管理に移す動きがある。 •

オーストラリヤ、カンボジャ、日本、パブア、ニューギニア、 

タイの諸国では山林局の組織の再編成と拡張計画のあることが報 

ぜられている。

C)_森_林_所ー_有

この地域内の森林所有の溝成はきわめて種々雑多ではあるが、 

全体からみると国有が圧倒的に多い〇オーストラリャ、ニュージ 

ランド、日本には民有林はかなり多いが、香港、フィジイ、パブ 

アー、ニューギ二ヤ、では全べての林地は部落か、家族単位の所 

有になっている。池方、私有林のほとんどみられないのは、ビル 

マ、 カンボジャ、 セイロン、 マラヤ、 ネパール、 フィリピン、ベ

トナムである。

インドネシャでは森林の所有の変化があったと報告されている 

が、I司国では19 6 〇年の農業基本法では土地の私有を厳重に制限 

し、これがために政府の所有林は全林野の91%で、その残りは 

ほとんど部落有林である。インド(・ておいても、国有林は全林地の 

9 2. 3 あで、現在の民有林は政府の手に移すか、または他の目的に 

転ずることになろう。これは林産物の価格の低すぎるために、森 

林を瘡とんど経営しないことに因るものである。

け)一民一有一林 の 機 構

民有林を保護し、更新し、利用の向上を期して政府は種々な法 

的、財政的、技而的方策をもって介入している。

ニュ—ジーランドでは、農村の植栽者は森林組合に加入し、政
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府の山林局はこれに積極的に觞力している。なおいくつかの造休 

会社があり、すた大き左紙パルブ,公社はその必要とする材料を自 

己の森林からもとめている。オーストラリャでは座業会;土はいち 

ぢるしくその造林地の面積を拡大し、在た、現在農用林の面積は 

小さいが、目下拡張しつつある。民有針葉樹造林地 はこの国の木 

材経済に大い(て貢献するものと期待されている。ヴィクトリアで 

は王室領地で空地になっているところは、用材の育成地として貸 

付けを許可する法律を通過した。

フィジイでは、1961年通過した法律によって、民有林の森林 

生産税から差引いたものから森林更新基金を創り、もって、国の 

絶対林地以外での造林、再造林事業を助成することにぜった。

日本では、改正森林法によって5ヘクタール以上のすべての民 

有林は、全国経営計画下に治かれ、都道府県知事は民有林に対し 

更新、 経営措置を行なう権限が与えられた。パブア、ニューギ二 

ャでは、森林はほとんど私有であるが、経営林を設定する案があ 

り、 その所有権は民間にあるが、経営は政府の山林局が担当する 

ことになっている。

インドでは、将来計画としては、農用林を拡大し、又村有林を 

創設して農村の燃材の需要に応ずることが考えられている。

インドネシャでは民有林は永久的な役割を果たすものではない 

が、木材利用産業の活曜によって民間の造林地が非常に増加した。

°)  源・

この池域内の山林局は政府の一般会計で賄なわれている。森林 

の伐探権利金、免許料、借地料等山林局の投入は一般会計の収入 

となる。しかし、ある国々では林政の費用は種々の財源からも 

よめている。カンボジャでは、林産物売上からの以入の一部は山 

•休局の球林/:苞業の直接費として保有して君く。オーストラ・リャで 

は、候とんどの州が王室林の収入の一部によって林業基金を設定 

している。この種の基金は必らず政府の交付金と借入金で補充さ 

れるのが普通であるeまたニュージーランドでは、林業の管理費 

は森林収入、一般政府基金、借入金からもとめている。日本では、 

森林保険特別会計は森林保険料からの収入で賄なわれている。

インドでは各州を説得して特別森林基金を創設し又は森林から 

の収入の一部を控除して林地の改良に充てようと試みたが、この 

構想は今式でのところほとんど成功をみないが、現行の5カ年計 

画は療林開発のためにかなり多額の基金を準備している。ラオ 

スでは、森林政策の目的の一つは、森林基金を設・ナて、山林局の 

長朗計画達成に充てることである。

森林資源とその経宮

最近林地の現状を明らか!てする方法が非常に進歩した。これは 

将来に対する計画と共に、限界と保有の見出しで一括した。

a ) 森林の区画:経過と計画

探林の区画はいくつかの国では慣例として行なわれている。イ 

ンドでは民有沐は区画されている。ネパールでは区画が行なわれ、 

境界線が直線に1440マイル完成した。タイ国では、最近8 0 5, 

。 5 0ヘクタールの林地が区画された。日本では2Z000ヘクタール 

である。オーストラリャでは年間許可制による調査によって2 6 0 

万ヘクタールの割合でヴィクトリヤで区画されている。しかのみ 

次らず、針葉樹造休地に飯換すべき土地に対し、毎年40,00 〇ヘク 

タールを調査している。マラヤでは、すべての林地は区画され、 

地図を作成し、将来はどの程度林•地として保有するかを示してい 

か〇

タイ国では全国的の区画と保有は5カ年計画の主たる仕群〇 ー
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っとたっている。経営の集約化が何よりも重要でめらと考えられ 

ている。インドネシャでは林地として14.6 0 0,。 0 0 ヘクタールを 

屎有する計画である。フィリピンでは、絶对林地として区分した 

約6,66 0,000ヘクタールを区画する予定である。西二ユーギ二ヤ 

では、7 5 〇• 0 0 0ヘクタール(蓄積調董ずみ)を現在から19 7 5年 

七での間に木材生産の对象とする予定である。日本では、19 7 0 

年までにさらに8 0,000ヘクタールを林地として深有する予定で 

ある。

D) 保有:経過と計画

この地域になける最近の森林保有面積は、タイ国で12 2,。 00 

ヘクタール、マラヤで19 0,。 0 0ヘクタール、イン ドで1H °,〇 〇 〇 

ヘクタールである。ラオスでは1958 4戶に6 2,5 00ヘクタールを 

呆有したので、全体で15 5,4 2 0ヘクタールの林地となった。日本 

では、1956年と196 〇年の間に!,17 8, 0 0 0ヘクタールを林地と 

して保有した。オーストラリャでは過去2カ年間性、新たに保有 

した面積は19 8,。 〇 〇ヘクタールで、ニュージーランドでは、過去 

3カ年間に•5 0,00 い、クタールであった。フィジイでは1960年か 

ら19 61年間1.〇 〇 〇ヘクタールが林地として設定された。

ある国々ではそれぞれ探林诔有政策をもっている。ビルマでは 

その目的とするところは林地の面積を全国土面積の15,2 7 %から 

2 5 % 5増加し、才二次5カ年計画(19 61-I 9 6 5年)では、 

2,0。財宜,、クターレ・を裸有することを、劣待している。フィリピンでは、 

山林局は全国土面積の4 2 %を保有することとなり、総面積 

2,12 5,。 〇 〇ヘクターノレの3つの林地が現在の11〇万ヘクタールの林 

地に加えられることになっている。タイ国ごは全国土面積の5 U 

%を絶対.,木地として保有す.ることを目的としている。インドネ'ン 

-7 3,5 0 U.0 0 〇ヘクタールを林地として屎有し、日本は1,8 3 &〇〇° 
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ヘクタール、ラオスは4 3 000 ヘクタール、 カンボジャは5 81, 

。 0 0ヘクタール(現有5, 8 0 0.0 0 0ヘクタールに加えて)を裸有す 

る計画である:,インドでは、2 0 〇• 0 0 0ヘクタールをトリブラ地方 

で林地として保有し、アンダマンでは保安林5 9 0,。 0 0ヘクタール 

が経済林に転換する予定である。パブア ニューギ二ヤでは、

1 9 7 0年までに1.6 0 0,。 0 0ヘクタールを、1 9 8 0 年までに4. 〇 〇 0, 

。 0 0ヘクタールを林地として、2 0 0 0年の消費に備えようとして 

いる。

一部の国、たとえばビルマたどでは森林の伐採に対し政策をと 

っている。他の例によると、綜合選抜計画のなかで伐採を実行し、 

この場合は析しく造林地を設定している。たとえば、日本では 

1 956年と1960年の冏の伐採面積は2 0 0,。 0 0ヘクタールに及ん 

でいる。さらに1 9 7 9年までには2 7 2,。 〇 〇ヘクタールの伐採を計 

画している。マラヤでは18,000ヘクタールを伐採したが、このほ 

か以前に伐採した林地は5 2,00 0ヘクタールである。タイ国では

15,8 00ヘクタールの伐採を行なった。

ある場合には、也の部門の優先的必要性によって伐採すること 

も多る。セイロンでは農耕地に転換するため、または村落の拡張 

のため(昨年は1,200ヘクタール)に小面積を伐採した。ラオス

では、 1,7 0 0ヘクタールの林地を住宅地に転換した。カンボジャ

では11.6 0 0 ヘクタールの林地をいろいろの目的のために伐採し

た。同様に、 インドでは政府のとる造林措遣にもかかわらず、

1,3 0 0,。 0 0 ヘク タールの林地は多目的貯水池のために沈没し、 ま

たは難民救助のためにとりあげられることになるかもしれない。

ベトナムでは、1〇, 0 G 〇 ヘクタールの土地を部分皆伐する計画 

がある。これは2つの造林計画が拒否されるので、好やしくない 

企画と考えられる。
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C ) 森林調査の経過と計画

多くの国から視出された報告によると、痛休資源調査はかなり 

進歩を示しているが、この勉域の森林調査が完了するまでには、い 

まだなすべきことが多く残されていることがわかる。ただ日本の 

みは集約的に完全な森林調査が行なわれているが、地域全体を通 

じてみれば、この種調査はいまだ幼稚なものである。

マラヤとタイの2カ国では、利用林と利用可能林の森林調査は 

終了したが、タイは技術援助計画によるFAO蘇林官の援助による 

ものである。パブアの現地調査は進行中で、1 9 6 6年に完了の予 

定、一方インドネシアの調査は森林産業事業を推進するために必 

要な原料の資料のある、特別な地区に集中されている。東カリマ 

ンタンの調査は日本技術者と協力して行なわれている。

インドはその森林資源の徹底的再評価を計画しているが、 これ 

はFA〇を通じて国連特別基金からの援助をうけ、才三次5カ年計 

画による、産業開発の場所を決めるのが目的である。カンポジャ 

とパキスタンでは特別な計画が行なわれている。ラオスと韓国で 

は、全般の調査計画があるが、いまだ実行されていない。サラワ 

クの調査作業は今日笠では利用湿原林に限定されている。この国 

の大部分の森林は内陸の奥にあるので、いまだ調査・されていない

ベトナムでは森林調査は過去2年間中止したが、1962年と 

1963年には行左う計画である。ネパールは1961年おそくそ 

の調査を初めたが、完成する笠でつづけるという。

オーストラリヤとニュージーランドは全く異った立場にめる。 

というのはこの両国には大面積の殯林地があるからである。この 

両国では、利用林、優良在来樹種による森林については資料はよ 

く整倆されているが、オーストラリャの残余の森林につい・ては断 

片的な資料しかない。
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香港の森林資源は全く造林地のみで、現在その面積は5,600へ 

クタールで、その調査も済んでいる。一方フィジイでは、今後5 

カ年以内に開発できる見込みの林野は調査ず.みである。ブルネイ 

は現在のところ探林調査をしていないが、全天然資源調査の一部とし 

してここ教年間に実施する計画がある。フィリビンは最近森林調 

査を航空写真を利用すること(に変更し、5年以内に残余の土地の 

大部分を完了する計画である。西ニューギ二ヤはその調査を完了 

する計画がある。ここ放年のうちに、特別東地区については写真 

を撮影した。セイロンの調査はコロンボブランの下にかなり進ん 

でいる。

報告をよせた各国の技術からみると、ほとんど例外なしに、森 

林資源調査を促進するため相当量の航空写真を利用し、そして航 

空写真から地図を作製している。とくに、オーストラリャ、ニュ 

ージーランド、日本では航空写真の利用が高度にすすみ、日本の 

調査は毎年全国の5分の1づつ完了し、すでにこの方法で全国を 

2回にわたって調査ずみである。オーストラリヤとマラヤは森林 

調査資・科を取扱うのに、最新式資料とりまとめ機械を利用し、近 

い将来、オーストラリャではもっと早い電子計算機を利用する計 

画がある。

一波に、森林資源調査も天然資源の記録と地図作製という各国 

の一般の枠内にとど咬っている。しかし、タイ国のごとく森林開 

発が当該国の輸出収入をもたらすよう左ところでは、この種の調 

査は森林・样営と保全という意義を考えずとも、森林資源甫査は森 

林開発を計画するに必要なものであると、考える傾向がある。健 

全な森林経営に必要な成長吐やその他の資料をつくるための森林 

調<£の価値は、この地域内の各国とも心すべきことであり、森林 

調査事業には努力を集中すべきであり、よってすべての森林を健
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全な経営下におくことができる。

d ) 森 林 開 発

ビルマ、カンポジャ、ニュージーランドでは、铜発可能林こtま 

すますその数を増している。インドでは、1,600,000ヘクタール、 

ブルネイでは5,。 0 0ヘクタールが近年開発された。フィジイで吐、 

16,。 0 0ヘクタールが19 61年に開発され、政府は林道建設に補

助を与えている。

現在のところ、タイ、パブアニューギ二ヤ(ここでは今後5力 

年間に150 0,。 00ヘクタール笠で林道を開設する予定)、セイロ 

ン、ネパール、カンポジャ、インド(3,4 0 0,。 〇 〇ヘクタール笠で 

開発する計画)、インドネシャ(42 2,000ヘクタール)では林虐、 

鉄道、水路を拓いて森林開発を企画している。

日本では、林道10カ年計画によって41,。 0 0キロメートルの 

林道を完成い現在の林道網3.6米/haから15 — 20米/ h aに 

増加する予定である。

e ) 計画経営下におかれる林地

ビルマでは1〇-15年毎に経営案を改正し、インドでは毎1° 

年これを改正している。とくにインドでは、利用林の5分の1は 

経営案が編成されているが、10年間に経営案は国の全土に及ぶ 

ものと考えられる。現在作成中の計画は全土の11%だけである。 

フィリピンでは、10,。 0 〇ヘクタールの伐採地に対し裡営案を、 

もっと小面積に対しては伐木運材計画を提出するよう義務づけられ 

ている。総面積/ 2 7. 〇 〇 〇ヘクタールが19 61/6 2会計年匿に計面 

•建営下におかれ、結局経営案が編成されている面積は1.5 0 〇. 〇 〇 〇 

ヘクタールである。目標は少在くとも7, 0 0 〇, 0 0 〇ヘクタールむ計 

画経’営下におくことである。

最近計画誤営におかれた面積はブルネイで19, 0 0 〇ヘクタ—ル 
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インドネシャで2 8.5 0 0ヘクタールであるc

ネパールでは、利用林を計画達営下におくことがすすめられて 

いる。カンボジャで行:、18 0,。 0 0ヘク・タールが一定限度の経営下 

におかれている。しかし、5カ年計画では8 6. 〇 〇 〇 ヘクタールを 

見定の経営下にお' くことになっている。マラヤはコロンボ計画の 

援助を得てその経営案を改良しようとしている(1960年末我で 

K 3,2 0 0,。 0 0ヘクタールになつた)。

セイロンでは、湿性常緑樹林の多くは、チーク、ユーカリ、の 

造林地と同じく計画軽営下におかれている。タイ国では17, 〇 〇 0, 

〇 〇 〇ヘクタールが計画極営下におかれているがゝ 最近は変更はな 

い。またフィジイの全林野面積は10,。 0 0ヘクタール でこれも変 

化まない。

パプア、ニューギ二ヤでは、計画森林経営のたわに5 0, 0 0 〇ヘク 

タールを入手した。

日本では、5ヘクタール以上の林地の所有者は経営案を漏成し 

て経営しなければたらないことになっている。この結果、10.6 00, 

。 0 0 ヘクタールの林地が,経営されることになる(このほか、国 

有林Z 6 0 〇, 0 0 0ヘクタール、民有林I,4 0 〇• 0 0 0ヘクタールが経営 

案によって施業されている)C

f ) 森林の拡大と復旧

この地域内の多くの国は近年におけるいちぢる しい進歩の跡を 

報吉し、とくに地域内で木材不足の諸国が思いきった計画を発表 

レているのは、この或告の左かでも、もっとも喜ぷべき特徵の1 

つである。

地域調査の結果明らかになったことは、地域内のすべての国の 

中で、日本が一ばん大きな課題一…量的に将来の木材供給を確保す 

るという一［こ直面している。しかのみならず、すでに述べたよう
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え、その任務は日本経済の急激な成長によって複雑化し、現在及 

び将来の木材需要を増加し、林業計面を大巾に調整しなければな 

ら左くなった。1956年から1960年の5年間、日本は造林地、 

天然林の伐採跡地に1,7 0 0,。 0 0ヘクタールの再造林、210,。 00へ 

クタールの造林、24 0,000ヘクタールの補植、13,00 0,0。いクタ 

ールの保育作業を行左った。

これらの成果は、今世紀の終りまでに、天然林の伐採跡地に

6.0 0 0,。 0 0ヘクタールの造林地、無立木地に5 7 0,。 〇 〇ヘクタール 

の造林地を設定しようとする、野心的な新しい計画の実現を予言 

するもののように思われる。これらの措置は造林地の伐採跡地へ 

の再植とともに、今世紀の終りまでに全造林地面積は0,70 〇, 000 

ヘクタールから13,30 0,〇〇〇ヘクタールになり、天然広葉樹林 

(燃材)は、針葉樹用材林に積極的に転換されるこ,と田なろう。 

上記の計画の中にあって、造林予定地7 5 〇. 0 0 0 ヘクタールは早 

成樹種によって構成されるとむもう。5つの政府の林木育種場は 

すでに大豈の苗木を生産し、この林地拡大に大いに寄与すること 

•に左ろう。しかし、これらの措置には制限はあるが、増大する輸 

入必要童を抑えるものではない〇

地域調査や全国調査によって明らかになった事態に対し慎重な 

計画を樹てたのは、あながち日本ばかりではない。ニュージーラ 

ンドは、 2 0 0 0年までに外国樹種による造林地を40 0,000ヘクタ 

ールから8 0 〇, 0 0 0ヘクタ_ルまで増やす計画であるが、年間平均 

造林面積(公私とも)は1〇,〇 〇 〇ヘクタールである。19 5 9/61 

年に植栽された面積は2 0.。 0 0ヘクタールである。外国樹種の造林 

也で皆伐跡地は天然更新するか、また人工造林を行玄う。そして 

枝打ちと間伐をひんばんに行なう計画である。天然林は全く無駄 

安財にすぎないが' その.可積は斷次減少し、一部は農地に、一部 
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は外国樹極の造林地になっているが、一部ブナ林は夷新している 

オーストラリヤの全州は野心的な造林計画をもっている。19 

61年の末、造林地の全面積(主として外国産針棄樹)は22 0, 

000ヘクタールで、そのうち5分の1は民有林である。今世紀の 

終りまでに、8 0 0,。 0。ヘクタールまでに増加する計画である。

インドは1951—1961年の2回の5カ年計画中造林した面 

積は2 0 〇( 0 0 0ヘクタールで、このうち(195 8/9年)天然更新 

は9, 80 0,00。ヘクタール、人工更新は610,。 0 〇ヘクタールであっ 

た。オ5回の5カ年計画は早成崗種に重点をおき、とくに注意す 

べきはラジャスタン運河に沿つて、乾燥地带に6 0, 0 0 0ヘクター 

ルの造林計画のあることである。

現在の5カ年計画の残余の期間中、パキスタンは110,000ヘク 

タールを造林し、そのうち5 0,。 〇 〇ヘクタールは早成樹種による灌 

漑造林である。そ の 次 の計画は焼畑農業地(東部地方)、乾燥 

地帯、荒廃流域(西部地方)への造林を集中的に行なう予定で、 

目標は1.2 0 0, 0 00ヘクタールである。

マラヤの造林事業はい畦だ試験時代である。19 5 9/6 0年の造 

林面積は2 0 0ヘクタールであったが、徐々に増加して、年間2,。 〇［ 

〇ヘクタールまでにする計画である。マラヤの森林はすべてマラ 

ャ統一方式によって行なわれる。1960 年末、8 0,。 〇 〇ヘクター 

ルが伐採、造林され、17 〇, 0 0 〇ヘクタールが地游らえを行えった 

が、い咬だ植栽せず、一方2 5,。 〇 〇ヘクタールはすでに更新し、 

間伐の時期に達している。ブルネイは、マラヤ統一方式によって 

伐採跡地に盗林計;画をたてている。

現在19 6 1-5年計画によるビルマの目標は、天然更新4 0,。 〇 

〇ヘクタール、人工更新4,。 0 0ヘクタール、改良伐5 〇, 0 0 0ヘク 

タール、間伐1〇, 0 0 0 ヘクタールとなっている。
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タイ国の報告によると、1960年末、造林面積はチーク(1一

5 〇年)カミ5,6 00ヘクタール、チーク以外(1-20年)が3,4 

。。ヘクタールである。将来の計画は人工造林と、桂済樹種の匿林 

に桌中する予定であるしたがって、19 6。ー 5年計画の終りには、 

チーク造林を増加して、年間15 0 0/160。ヘクタールを目標とす

る〇

インドネシャでは、ジャワのh外で再造林が年間5 0,。 0 〇 の割 

合ですすんでいる。19 5 0 — 6 0年間の間伐面積(ジャワ)は

6 4 2,。 0 〇ヘクタールで、1961-9年の計画では8 3 4,0。。ヘクタ

—ル以上を予定している。 •

セイロンは今後20年間に造林面積の率を徐々に増加し、結局 

現在の再造林面積(15,。 〇 〇 ヘクタール)を19 8 0年までに120, 

900ヘクタールに増やす予定である。造林試験も乾燥地や荒廃地 

で行なわれている。

フィリピンからは造林、再造林の放字は報告されていないが、

19 6 2年末までに、 1,5 0 0I 〇 〇 〇ヘクタールの伐採許可地で択伐を 

行ない、この目標は19 6 ?年までに4倍にする〇19 6 2 — 6年の 

ベトナムの計画には早成樹種による窟林5 6. 〇 〇 0がふくまれてい 

ら。その祂の多くの国からも造林計画が報告されているが、いづ 

れも中位かまたは試験程度のものである。

これらの報告から察せられるー般情勢は、政府ならびに林務部 

が、地域調査の結果分った将来の木材の供給問題につき、ますま 

す深い関心を寄せているということである。木材の不足している 

諸国では、 この事態に対応するために、活発な措置がとられ、あ 

るいは計画されている。また木材過剰の諸国は、将来地域内で登 

こる不足問題消決のため、 好機が到来すること(てあまり気がつい 

ていない、 という印象は打消すことができない。たしかに、在来 
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の長纖維資源を増やそうと、決定的左手段をとった国は少ないの 

でめる〇

木材加工産業の将来の拡張

製 材 ・

製材業で、もっとも顕著な動向と将来を示唆するものは、その 

再褊成と合埋化である。ある場合には、たとえば日本のように生 

産過剰があらわれている。ラオス、マラヤ、インドネシャ、オー 

ストラリャ、ニュージーランド、日本は業界の再漏成の必要を強 

調していることで、す左わち丸鋸を帯鋸、フレームソーに代え、 

永久的立地条件をえらび、.小製材工場を合同するなどして、能率 

の向上を計ろうとしているのである。セイロンでは最近3つの新 

しい工場を設置した。マラヤとインドネシャでは、増産を計画し 

ている。ネパールは工場の増設を計画している。必要と考えられ 

る業界の拡張も適当な規模と能率の高い工場の重要性を充分認識 

し、慎重に計画して実行しなくてはならないことは、あきらかで 

ある〇

乾„燥 と 防_腐

一部の国にあっては、乾燥と防腐はすでに林産案の中核をなし 

ている。とくにマラヤでの進歩はいちぢるしく、乾燥室2,防腐 

工場14が最近設置された。西ニューギ二ヤでは、加圧防腐工場 

が最近設けられた。ブルネイでは防腐工場を計画中であるヘイン 

ドネシャでは、枕木の酎用命数を向上するよう努力されている。

合 板 と 単 板

新工場の設立、旧式工場の改善によって、合板、単板の生産増
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ファイバーボ ドとパーティクルボード

大がつづいて いる 〇インドネシャ、香港、カンホ’ジャでは工場新

設が完了し、 イン ドネシャ、香港では近き将来工場が増設される

予定でるる。 フィ リピンでは、すでに単板8工場、合板16工場

が操業中であ る〇 なお官材払下げを増加する計画がある。工場増

設計画はイン ドネ シャ3,才一ストラリヤ3,ベトナム1である。日

本、ニュージ —ラ ンド、ラオスでは仙張計画があるc

オーストラリヤでは、最近、ガ5番目のファイバーボード工場 

を建設し、またオ5番目のパーティクルポード工場を建設中で、 

なお2つを建設計画中である。二ユージーランドでは、パーティ 

クルボードの新設工場を計画中でめるが、主産の急激な増加は望 

めない。フィリピンではパーティクルボード1工場が操業中であ 

る。日本のパーティクルボードの息激な増産は,诅待されている。 

多くの工場が目下建設中である。

紙 パ ル プ

紙パルプの生産能力は増大しつつある。カンボジャでは、质し 

いパルプエ場が操業中で、ベトナムでも最近又製紙工場が建てら 

れた。日産25トンの製紙工場が2つがインドネシャで建てられ、 

日産30トンの工場2つが明年から操業に入る。さらに8つのエ 

場が目下計画中である。オーストラリャでは、包装紙、板祇用の 

パルブ工場が新しく建てられる。韓国の新聞用紙工場では増産を 

計画し、ニュージーランドでは祈聞用紙、その他の紙、板紙工場 

を建設中である。最近フィリピンで灣設を了えたパルプエ場はバ 

ガスと竹を利用しているが、木材を利用するパルプ工場も計画中 

である。ビルマ、パブア、ニューギニャ、ラオスでは近年中に涎、 

—7 〇 —

パルブ工場が建てられることに左っている。タイでは工場の建設 

を険討中である。

その他の工場

ベトナムには木材蒸溜工場がある。インドネシャには4つのレ 

イヨン工場をたてる許画がある。

• 流 通と貿易

規格と格付の進歩

規宿と洛付の改善につき大いに進歩のあとがみられると、 数カ 

国から報告がめった。日本は最近林産物の格付規格を増やした。 

ニュ—ジーランドは、建築法によって、針広の在来樹種を大巾に 

利用させる目的で、建築用材の格付規則を大きく改正したと報告 

した。建築法自体も改正された。多くの林産物の規格も調査し、 

原案が作成された。パブア、ニューギ二ヤでは、 多くの樹種の格 

付規則が作成される一方、セイロンでは木材格付規則が作成され 

た旨報告があった。マラヤでは洛付規則は改正され、新しい規則 

が公布された。オーストラリャ貿易翩会ではラジアタマッの格付 

する者を教育するための検定制度を定めた。

ネパールでは緩近初めて、1つの製材・工場に格付を試みた。ピ 

ルマではベニャの格付:規則を作成した。フィジイは簡単な格付規 

則をとり入れたい希望である。インドネシャでは木材の名を標準 

化しようと試みたが、いまだ大した成功をめないが、格付規則の 

改:善は引つづいて行なわれている。
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夷一場ー管 理

保凌関税や蝙出管理も多く設けられている。カンホ•ジアの新し 

い合板、製紙産業は関税.呆護をうけている。ブルネイは丸太と薪 

炭材に翰出税を課している。マラヤは木材喻出を許可制で管埋し 

ている。丸太や重い広葉樹の諦出は奈止か制限している。一定の 

市場への癥出用材は格付されたものでなければならない。フィジ 

イではサマニャサマの輸出には許可を必要としている。ネハール 

ではインドへ输出の丸太又は用材には5 %の輸出•税を課し、イン 

ド不シャでは木材価出業者にプレミアムを交付し、これは自由市 

場で喩入業者に売ることができるのでめる。セイロンは稀入を綴 

少限度に制限し、実用材の価格を引き下げ、奢侈材の価格を吊り 

上げた。•

他方、木材製品の痢入奨励策をとっている国は2つある。韓国 

は木材の輸入税を免除した。ベトナムはパーディクルボードとフ 

アイバーボード工場に供給するため、政府の手で瀚入を計画した。

地域內では多くの国の間ご特別な貿易協定が結ばれている。オ 

ーストラリャは無税でパプア ニューギ二ヤの合板の割当を許可 

している。マラヤは4カ国と特別貿易施定を結び、インドネシャ 

はマラヤとシンガポールと待別貿易協定を結んでいる。

• 敎 育 と 研___箜

1,林愛高等衩育 (Z

オーストラリャ、ビルマ、インド、インドネ、ンヤ、日本、韓国、 

ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、タイの各国は林業

—7 2 —

高等敎育磯関をもっている。地域内の大学卒業生の数は、現在の 

求人数と大体バランスがとれているが、森林経営と利用がもっと 

集約化したときには、不充分であると推定される。

地域の各方面からの新しい林業計画からみれば、林業技術者は 

ますます必要になってくる。たとえばインドでは才二次5カ年計 

［回に必爰とする林業技術者:はデラダンの林科大学の例年の卒業生 

の,戎の6Q %を上廻って治り、現在の設備を拡張している。イン 

ドネシャでは、山林局で林業教育をうけていないものの衆用する 

ことは禁止している。マラヤでは、マラヤの政府職員をすべてマ 

ラヤ人によって占める方針に従って、研究職以外のヨーロッパ職 

員は国外に去り、現場の専門職員の数は今世紀の終りなで"‘こは、 

少なくとも倍になるものと推定される。山林局の再編成、強化に 

関す.るいろいろな对策や案が、オーストラリャ、カンボジャ、日 

本、ネパール、パキスタン、パブア、二ユーギ二ヤ、タイから報 

告されている。

フィリピンからは林業高等教育潑関の拡張が報ぜられ、目ドア 

メリ刀のシラキュース大学と教授・つ交換を行なっている。また、 

日本では文部省が林産物、林業研究者の必要数の増加に対応する 

策を検討中で、国立の林業センターを設け、林野庁職員の専門教 

育を施すことになっている。パキスタンでは、政府が国連特別基 

金を利用して教育と研究計画をすすめている。

多年山林局に勤務した人々がますます研猿を積むために、海外 

の大学、研究所、産業方面に派遣されることは、まことによろこ 

ぶべき;頃向である。

林業の教科課目について云えば、 最近ある国では狩猟鳥獣管理 

疚野管理、流域管理などを採り入れている。林産物の利用と森林 

棗業”てついては現今大いに重視しているが、 これに.伴って林産物
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の技術者の教育にも大いに重要視する必要があると考えられる。

2. 担当区員と監視員

この地域內のほとんどすべての国では中整部ならびに下級城員 

の林業教育施設をもっているが、その大部分は古い学校で長い伝 

統をもったものである。この中堅層公務員の人々の活動分野はか 

なりひろく、したかって毎年多くの卒業生を元分消化している。 

放カ国から学校の新設ある旨の報告があった。ネパールでは、山 

林・局が 担当区員のための学校を設け、咬た準専門敎育を近く国 

の森林研究所の中で始める予定である。フィジイでは、林業講習 

を2カ年間山林局の手で行なう予定である。パブア ニューギ二 

ャでは、担当区員養’成所を1965年に開くことになっている。•西 

ニューギ二ヤでは、経済局で現場教育を農業訓練所で行なってい 

るが、これには林業もふくまれている。現在の教育施設の拡張は 

也の国からも報告があるが、教育の面で一般に林業の実際面と現 

地教育に重点がおかれている。

3. 労 働 敎 育

この教育は地域内での林業教育の圏内でもっとも時くれている 

ようにみえる。すなわち、ほとんどの国には森林産業、木材産業 

の労務者に対する組織教育機関は絶望といってよい。

しかしこの方面の活動についてはオーストラリャから報告があ 

リ、同国では丸鋸とチェンソーの製作の敎育を施し、室内乾燥の 

敎育は通信によって行なわれている。蘇林労務者は現場救育、と 

くに防火、てついて指導をうけているc日本では営林局がチェンソ 

一、下刈濃械、集材機の謫習を行なうー一方、林業改良普及事業に 

よって瘵林労働者に林業機械の利用を教えている。パプア ニュ

r 7 4一

ーギ二ヤでは苗畑作業の持別教育を施している。セイロンでは林 

案労榜者は通常何も教育をし左いか近代式の木工、大工作業の教 

育施設がある。インドでは改良した伐木機械の利用法について労 

務者の数弯を初めた。フィリピンでは熟練森林労務者養成のため 

セミナールを山林局が行左っている。ニュージランドでは、山林 

局が有実動物駆除のため狩猟者の訓練を始的た。! L0 とFAO 

(てよってビルマとインドに改善された伐木技術の指導者を養成す 

るために組織された養成所はまだ日も浅いがなかなか有望である

4.公共教育と林業普及 ’

林業普及に関しては日本から大々的の計画が報告されている。 

それによると、専門技術普及員54 7名、地区普及員2 6 5 6名は政 

府の補助こより、山林所有者に林業技術と林業知識を普及している〇専門技 

術普及員は研究機関と密接な関係をむすび、地区普及員に、経営 

造林、生産、加工、化学、副産物、機械、普及方法をどを教えて 

いる。国は毎年各専門技術普及員に対し技術と知識の向上のため 

に講習会を開催している。パキスタンでは林業改良普及は農業改 

良普及と結びついている。この国全体が大きなユニオンに分れ、 

その一つは多くの村から成っている。各ユニオンには林業改良普 

及についてとくぺつな教育をうけた普及員がいる。

小、中学校の教科課税に林業を採り入れることはやや成功して 

いる。愛林日、全国植栽週間、治山治水週間は多くの国で催され、 

これ・には新聞、ラジオ、映画をど啓蒙宜伝に協力している。

5.研 究

研究活動については、詳細な計画から微小な試験的なもの度で 

各国から報告されている。これらの研究活動は2つの大きを究極

一 / 5 —



目的に対し知識を与えようとするものである。これは林産物の増 

,定と林産物の利用の増加、これであるCある場合には、研究計画 

は経済発展計面のなかでとくに煽成されることがある。

各国の報告によると、地域全体を通じ、研究施設が拡大してい 

る。フィリピンのロスバノスの林産物研究所は東洋でこの種のも 

っともすぐれたものの一つになった。インドの才三次5カ年計画 

中にふくまれる林業研究所拡張計画Kは新しく地域的な研究所を 

2つ作ることになっている。ビルマでは、林業、林産物の新しい 

研究所の詳しい設置計画が完了し、国連の特別援助基金がこの計 

画に交付された。タイ国では、全国科学審議会と巖業研究姿員会 

の2つの新しい磯関が林業研究に疡カすることになった。二ユー 

ジーランドでは、林秦研究所が改組されて国のあらゆる林業阂係 

作なお・ 一層サービスすることになった。インドネシャの以前の中 

央林業研究所は再編成され、4つの別個の褫関に分れた。パキス 

タンのルシャワールのパキスタン森林研究所は国連の待別基金の 

援助をうけて大いに強化された。オーストラリヤの英連邦政府は 

休業の基凍研究を主眼とした、林業研究所の設置を勧告した。日 

本は木材の需給アンバランスを緩和するため、研究の促進の必要 

を痛感し、政府と大学は研究施設を拡大している。

林業の研死活・動は多岐に亘り、その発展を期待するためには、 

址域内のこの方向の努力を結集し、協力することがとくに重要で 

あろう。

統 計 業 務

一部の国ではその統計環裕の設匱や改良について報告を寄せて 

いるが、その・,充計上の報告が真に滴足すべき国はぎわめて勘い。

この点インドは大いに進歩の跡がみられ、"林業・統計 ’爰覧 
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119 5 8 — 9 "が刊行された。パブア ニューギ二ヤでは政府部内 

に特別統計課が設置され、生産、消費、貿易の統計をとることに 

なった。ベトナムでは、林業部のなかに、統計課が創設され、イ 

ンドネシャでは国有林企業部内に、新しい機関をつくり、林業統 

計を取扱うことになつた。香港とフィジイでは法的措置をとって 

林産物統計を報告することを義務とした。

このように報告された進抽の程度は断片的であり、アジア太平 

洋地域の木材需給の調査に当って資料作成に各国の払った貴重左 

努力にもかかわらず、森林と、森林産業計画の健全な統計的基礎 

の重要性については、いまだ充分に認識されていない。

附録1 
地域内の木材需給動冋とその 
将来につ’いての再評価

各国別報告に基づいて、情勢を再評価し、現在及び将来の需要 

と供給の推定を修正した。これには今日京で起った実際の変化や 

新しい国別の見通しを考慮した。したがって、推定は変更した。

; 消費の必要量

牙1表は主要製品別に、既刊の地域調査のなかにふく凌れた、

19 5 3 —1 9 5 5年の消费推定、196 〇年の消費推定、すでに公表 

された見通しと比・敬した19 7 5年の新しい見通しをとりまとめた 

ものである。

これによって多くの点がはっきり分つてくる。産業用材の全需 

妥壺は、予期以上に急速に増加しつつある。これはとくに東アジ 

アが顕 < で、日本の急速な経済成長によるものである。東南アジ 

ア大陸では成長率は予期した以上に後漫でつった。

1 9 7 5年のすべての産業用材の将来の需要の修正推定科:ははじ
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めの推定よりも11%上回っている。これは1 9 5 5 一1955年消費 

よりも110«の期待増加を意味する。 この推定数字(て到達するに 

は、消証は1 9 5 5-1 9 5 5年と1 9 6 0年との間にあった増加率を維 

持する必要はない。用材需要置は今日までのところ、東南アジア 

大陸を除き、すべての地区で予想以上に急激に増加した。しカ、し、 

大洋州では増加率は下るものと考えられる。東アジアでは急激に 

需妾宣が増加したために、全地域の19 7 5年の用材推定］•士を引上 

げ左ければ左らない。木材をベースとしたパネル材原料の消貲:士 

は予想したよりも急激に増加し、1 9 7 5年の全需要推定量は約倍 

加した。低パルプ製品の池;或の全木材需要団は予想以上急激に増 

加い 1 9 7 5年需要推定童は約40%上昇に修正した。東アジアと 

大洋州を除いたすべての地区では、木材需要増加率は以前予想し 

たよりも低い。これは低バルブの謡妥が予想以上に緩漫であると 

いうのではなく、紙パルプ生産のため、タケ、バガス、ワラのよ 

うな非木材々料の利用が進歩したためである。ただ東アジアでは、 

バルブ材需要見込みが以前に予想したよりも大巾に増加した。丸 

太のま咬利用する木材の需要昼は適度に上昇し、1 9 7 5 年まで 

にすべての産業用材の15 %以下になるものと期待される。燃材需 

要推定によると、非木材燃料が引つづき代替利用され、東南アジ 

ア諸島と南アジアの全需要豈は人口増加のため増加しつつある。

需給のバランス

牙2表は地.或内で、過去の消铉必要抵(莲:業用材のみ)がいか 

に充足されたか、ーまた19 7 5年需給バランスを示すものである。

1 9 5 5 -19 5 5年の間、この地域全体はその需要の1• 5 %を外 

部から供給をうけた(すべての林産物を一丸太換算して・一"原料と製 

品)。1960年まで、正昧輸入によって供給された消.費率は、地
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域の生産侵は5 0%増加したにもかかわらず、5.2%に上昇した。

換言すれば、地域のバランスは2 5 0万立方米(丸太換算)低下した〇

1 9 7 5年の地域の需耍蜀:は18 5,。 0 0,。 〇 0立方米と推定したが、 

以前の推定蜀は161,。 0 0, G 0 0であった。すなわち、消費は 

1960年まで6年間に2 8,00 〇, Q00立方米(又は52%)だけ上昇 

したことになるが、これはさらに71,。 0 〇• 0 0 0立方米(又は61 

%)が19 7 5牢までの15年間に増加するものと予想される。

もしも19 7 5年の供給予想が変化なくそのままであったなら、 

1975年には調査にあらわれた22, 00 0, 09 0立方米の代りに、

4 5, 0 0 0, 0 〇 〇立方米の予想不足を意味することになろう。しか 

し、專実19 7 5年の供給予想は実質上、17 3,00 0,00 〇立方米に上 

昇し、1 9 7 5年には将来消費必要蛍12,。 0 0,。 0 0立方米、6,5% の 

予想不足を浅すことになる。

一見したところ、これらの数字はギヤツブを埋めるに満足すべ 

き進歩を示している。しかし、供給測の進歩は数カ国の開発計画 

からきたものであることを記憶しなければ左らない。しかのみな 

らず、ある国々では過伐の脅威が、とくに扁発地にみられるよう 

である。

地区内の需給のパランスはさらにはっきりとあらわれている。 

東アジア、 南アジア、大洋州の純輸入地区は、その供給不足・だ 

けの増加を示し、この傾向はつづくものと期待される。大洋州で 

はオ—ストラリャとニュージーランドの造林の積極政策を遂行し、 

不足の増大をかなり阻止するであろう。東南アジア諸島は現行の 

予定では過剩生産、すなわち輸出超過は相当増加するものと期待 

される。東南アジア大陸では、生産過剰になっているが、これ吐 

一時的に国内消費の低下と見られる。生産は低下した。現在及び 

将来計画によると、今後生産超過して引つづいて輸出に仕向けら
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れるであろう。

この需給構造の興味ある特徴は、この地域の周囲にある国々、 

すなわちインド、パキスタン、日本、韓国、香港、オーストラリ 

ャは引つづき、そして多くの場合純崗入を増加する必要あること 

を考えている。ニュージーランドは玲そらく純輸出者としてその 

重要さを増し、ー万セイロンはその積極的林業政策によって本質 

的に自,:合自足国たらんとしている。1也つ2つの地区、東南アジア大 

建と諸島(ベトナムは多分除外して)の多くの国やネパールは充 

分た森林資源をもち、将来の需要を充たすことができよう。これ 

ら諸国は充分盛出できるだけの過剩分をもっている。

地域内貿易の見通し

アジア太平洋地域と世界の各地とかなりの貿易が行をわれてい 

るが、福出の大半は地域間の貿易である。予想不足の多くは、 過 

剰国によって地域内で供給出来る林産物で元分満たすことができ 

る。このような町能性によって、これら諸国は経済発展をとげら 

れる大きな機会が与えられるのである。輸出林産業が外貨を獲得 

するばかりで吐ない。’桎済発展に也の直接、間接の効果を及ぼす 

の,である。これら産業のド部組織やその他の部門の発展に大いに 

役立つものである。,淺済は多方面に岐れ、市場の不況にはあまり 

影響されなくなった。输出品の生産は副産物として、生活水準を 

向上する国内の消費のため安い商品を作りだすようにえる。木材 

は建築用に、笠た他の産業の原料として容易に手に入り易い。ま 

た就労や賃金に及ぼす木材の効果も軽視でき左いものである。

市場の景気は往々にして丸太の売り上げによってまず現れるも 

のである。•输出丸太市場が活気づくと、森林は枯渴し加工所得は 

かなり大きく下るものである,,にもかかわらず、啬出のための伐 
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木作業は下部構登の発達とつづく加工産業の発達のために適当な 

技術修得のオ一歩となることがある。

地域間貿易の見通し

地戒外の諸国への貿易はその重斐性を増してきた。日本、サラ 

ワク、マラヤ、タイから米国、英国への用材輸出は全般的に増加 

した。日本とフィリピンは北米と英国に大量の合板を輸出した。 

•也方、この地域内の低パルブの生産は激増し、この製品の論入を 

適度に抑えている。比米とヨ一ロッパ市場が引つづいて増大する 

ので、高級用材、装飾用の合板、実用合板の,肅出が増加した。

森林の増産とその附帯産業

地或内の一部の先進国はこれまで林座物の純輸入者で・ちったが、 

積極政策をとり、木材不足を大巾に縮少した。ある国は純編出国 

となったものもある。

低開発国の左かには、いくつかの純・俞入国があり、殊林、森林 

産業の開発計画によって、その不足を大巾に縮少した。しかし、 

広大な未開発林をもち、森林産業がほとんどなく、林産物の人口 

一人当りの消費が少なく、近き将来域内市場の好況が期待される 

よう左諸国にはもっとも有望な機会がある。

しかし、解決すべき問題は多々ある。この問題の多くは熱帯林 

特有のもので、すなわち樹種の数は多く、その多くはいまだ市場 

にあらわれず、研究所で調査中のものである。この点から伐木、 

加工の能率維持の多くの困難な問題がむこってくる。しかしい笠 

だ公有林を設定して充分な林野を確保することもでき・ず、民間所 

有権を安定することもできない国がある。
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牙 I 表

ア ジ ア 太 平 洋 地 域

過去、現在、将来の林産物の推定(丸太換算)(代〇万立方米)

地
;用材 j木材をベー 

•スとした
板 材

;パルブ
]1
顷品

丸太のまま

:使用材

|産業用材

合 計
’薪炭材

炒 1953 一 1955 4.6 0.0 8 0.4 4 3.9 0 9.0 〇 3 9

南 1 960 3.5 0.1 5 0.51 3.0 Z2 20
ア
ジ 1 975 7.0 0.3 i U 4.0 1 2.4 2 5

ァ陸 (8.4 6) (0.3 7) !(1.3 0) (6.26) (1 6.4 0) (4 6.)

東諸 1953 —1955 5.1 0.1 6 0.55 5.0 0 -100 97

須 1 960 7.6 0.5 2 0.4 5 6.0 1 4.7 11 〇

ジ 1 975 1 2.0 1.0 1.6 8.0 2 2.6 1 3 〇

ァ島 (1 0.2 ) (0.5 9) (1.7 0) (8.16) (2 0.6 0 ) (110)

南 1953 —1955 5.1 0.63 5 0.7 0 2.11 8.5 〇 8 7

ア 1 960 6.8 0.7 〇 1.0 2.5 11.0 1 〇 〇

ジ 1 975 11.0 1.5 2.5 4.0 1 9.0 200

ア (10.6) (1.22) (3.4 0) (4.1 2) (1 9.4 〇 ) (23 0)

束 1953 —1955 2Z1 1.3 7 7.4 〇 7.1 〇 4 3.0 〇 3 1.5

ア 1 960 3 8.8 2.8 8 1 3.8 Z8 6 3.3 3 0.0

ジ 1 975 5 5.0 6.0 3 8.0 9.0 1 〇 8.0 2 5.0

ァ (4 4.0) (2.4 0) (2 4.3 〇) (9.0 1) ( 79.70) (2 8.0 )

,大 1953 —1955 11.3 0.4 6 i
1

2.0 0 ； 1.20 1 5.0 〇 8.0

洋
1 960 1 2.5 0.6 8 5.8 1.4 1 8.4 5.5

1 975 1 4.0 1.2 〇 6.5 1.7 2 3.4 4.0

州 (17.5) (0.7 7):
1 1

(5.20) (1.90) ( 25.30) (8.0)

合 1953 —1955 5 3.7 2.7 0 | 11.1 0 1 9.3 1' 8 6.8 〇 2 6 2.5

1 960 6 9.2 4.9 3 1 9.5 5 j 2 0.7 11 4.5 2 6 5.5

1975 9 9.0 1 0.0 4 9.7 2 6.7 1 8 5.4 5 8 4.0

計
I
(9 0.8) (5.3 4) (3 5.9 0 ) | (2 9.5 0 ) (1 6 1.00 ) ( 4 20.0)

カッコ内の数字は“アジア太平洋の木材需給の動向“からの見通しを示す
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牙 n

産業用材の需ー

丸 太 換

カッコ內の玫字は"アジア太平洋地或の木材帯給の動向

地 区

1 9 5 5 —1955 年 1960‘年

’需要

-

供給

..

バランス :需要 供給

•

東南アジア大陸 9. 〇 8.9 -0.1 7.1 7. 5

—

東南アジア諸島 11.5 1 3.3 + 2.0 1 4.7 2 1.2

南 ア ジ ア 8.5 

__________

Z 6 -0. 9 11.〇 9.8

東 ア ジ ア
•[.

4 3. 0 4 2.9 -0.1 6 3. 5 57.2

大 洋 州 1 5.0

■

1 2.8 -2.2 1 8.4 1 5.1

-

合 計 8 6.8

i

8 5.5
工

11 4.5 11 0.8

—8 4 —

表

1 9 7 5 年

給

+ Z 6 (+3.6)2 0. 0 ( 2 0. 0 )

+ 1 2.4 ( + 9 4 )5 5.0 ( 5 0. 0 )

-9. 6 (-1 0.4 )9. 4 ( 9. 0 )

-1 9. 2 (-1 9. 7 )8 8.8 ( 6 0.0 )

2 0. 〇 ( 2 0.8)

1 7 5. 2 (1 5 9. 8 )

+ 3.4 (— 4.5 )

-1 2.2 ( - 2 1.6 )

供バランス

L ---- -

!需 要 I

+ 0.4

「ーー・

I <

12.4(16.4)

i

!

+ 6.5

I
I .

22.6(20.6)

i

i -1.2 1 9.0 (1 $>4)

—6.1 
I

10 8.0(7 9.7)

厂」 

i ～5-5 :

i i

23.4( 25.5)

-3.7 : I
1 85.4 (1 61.4)

給ーの バ ラ x ス

算(1〇 〇万立方米)

ス ン ラ ノ

からの見通しを示す。
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